
３－３．大学教育の質保証に関する制度等
大学設置基準・設置認可制度、
認証評価、情報公表等
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大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）
（趣旨）

第一条 大学（短期大学を除く。以下同じ。）は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）その他の法令の規定によるほか、この省令の定めると
ころにより設置するものとする。

２ この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
３ 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

◆第一章 総則◆

○趣旨
○教育研究上の目的
○入学者選抜
○教職協同

○学部・学科・課程
○学部以外の基本組織

○教員組織
○授業科目の担当
○実務家教員の教育課程編成
○授業を担当しない教員
○専任教員
○専任教員数

◆第三章 教員組織◆

◆第二章 教育研究上の基本組織◆

◆第五章 収容定員◆

○学長、教授等の資格

◆第四章 教員の資格◆

○収容定員

○事務組織
○厚生補導の組織
○キャリア教育体制
○職員の研修機会等

◆第九章 事務組織等◆

○校地・運動場・校舎等施設
○校地・校舎面積基準
○図書等の資料及び図書館
○附属施設
○機械・器具等

◆第八章 校地、校舎等の施設及び設備等◆

◆第六章 教育課程◆

◆卒業の要件等◆

○教育課程の編成方針・方法
○単位
○授業期間
○授業を行う学生数
○授業の方法
○成績評価基準等の明示
○教員の組織的な研修
○昼夜開講制

○単位の授与
○履修科目の登録の上限
○他の大学の授業科目の履修、大学以
外の教育施設等における学修、入学
前の既修得単位の認定

○長期履修・科目等履修生
○卒業の要件

◆第七章 卒業の要件等◆

◆第十四章 雑則◆

○外国に設ける組織
○段階的整備

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、
これを設置しなければならない。

第八条 校長及び教員（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）の適用を受ける者を除く。）の資格に関する事項は、別に法律で定める
もののほか、文部科学大臣がこれを定める。

大学設置基準の概要
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◆第九章の二 学部等連係課程実施基本
組織に関する特例◆

◆第十章 専門職学科に関する特例◆

◆第十一章 共同教育課程に関する特例◆

◆第十二章 国際連携学科に関する特例◆

◆第十三章 工学に関する学部の教育
課程に関する特例◆



大綱化以降の大学設置基準等の弾力化・明確化の主な内容①

【大学の基本組織に関する規定の弾力化】

①学部の種類の規定の撤廃（平成3年）

学部の種類について、新たな分野の展開等を考慮し、

文学、法学、経済学等の例示規定を撤廃。

②学科の下部組織の規定の撤廃（平成3年）

教育研究上特に必要があるときは学科に専攻課程を

設けることができるとする規定を撤廃し、各大学の裁

量にゆだねた。

③学科に代えて課程を設けるための要件に関する規定の

弾力化（平成3年）

「学科を設けることが適当でないとき」としていた

課程設置の条件を、「有益かつ適切であると認められ

るとき」に弾力化。

【教員組織に関する規定の弾力化】
①専任教員数に関する規定の弾力化（平成3年）

専任教員数の基準について、一般教育科目、専門教育科目の区

分ごとに教員数を定める方式を改め、各大学の判断にゆだねるこ

ととした

②兼任教員数の規定の撤廃（平成3年）

「兼任の教員の合計数は、全教員数の2分の1を超えないものと

する」とされていた兼任教員数の制限を撤廃し、各大学の判断に

より必要な数の兼任教員を置くことができることとした

③主要学科目の担当教員に関する規定の弾力化（平成3年）

教育上主要と認められる学科目（主要学科目）を専任の教授、

助教授以外が担当する条件を緩和

④教員組織に関する規定の弾力化（平成13年）

講座制・学科目制以外の独自の教員組織の設計が可能なことを

明示

⑤教員組織に関する規定の明確化・弾力化（平成18年）

・教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類に応じ、必要な

教員を置くこと、組織的な連携体制の確保・教育研究に係る責任

の所在が明確になるよう教員組織を編成することを義務付け

・講座制及び学科目に関する規定は削除

⑥専任教員数等の規定の明確化（平成18年、令和元年）

・学部の種類及び規模、大学全体の収容定員に応じた教員数以上

とするとともに、「授業を担当しない教員」は専任教員の数に含

まないことを明確化

・一定量の教育課程編成に関わる実務家教員の責務努力規定

【収容定員に関する規定の弾力化】

①収容定員に関する規定の弾力化（平成3年）

専任教員数及び校舎面積の基準を収容定員に基づき

算定する方式に改正。
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【教育課程等に関する規定の弾力化】
①授業科目区分に関する規定の撤廃（平成3年）

一般教育科目、専門教育科目等の科目区分を廃止

②単位の計算方法の弾力化（平成3年）

単位の計算方法について、45時間の学修を要する内容をもって構成

することを標準とし、教室外何時間、教室内何時間といった固定的な

学修時間の計算を弾力化

③一年間の授業時間の弾力化（平成3年）

35週にわたることを規定するにとどめ、具体的な授業日数について

の定めを削除

④各授業科目の授業期間の弾力化（平成3、25年）

・特別の必要がある場合、10週又は15週より短期間の授業を行うこと

ができることを明示（平成3年）

・授業のあり方の多様化推進のため、10週又は15週と異なる授業期間

の設定など、弾力的な学事暦の設定を可能としたこと（平成25年）

⑤授業を行う学生数の弾力化（平成3年）

具体的な一律の人数を廃止

⑥授業の方法の弾力化（平成10～15年）

・多様なメディアによる授業（遠隔授業）について、卒業要件の単位

のうち、30単位を超えない範囲で行えることを明示（平成10年）

・単位互換の単位数上限拡大に伴い、遠隔授業により修得できる単位

数の上限を30単位→60単位へ倍増（平成11年）

・外国において授業（遠隔授業含む）を履修させることができるもの

としたこと（平成13年）

・遠隔授業について、同時双方向でないものであっても一定の条件下

で行うことができることを明示（平成13年）

・授業を校舎・附属施設以外の場所で行うことができることとしたこ

と（平成15年）

⑦自ら開設（平成20年）

必要な授業科目を自ら開設するものとしたこと

大綱化以降の大学設置基準等の弾力化・明確化の主な内容②
⑧大学以外の教育施設等における学修（平成3、11年）

・短期大学又は高等専修学校の専攻科等における学修を大学での履修

とみなし単位付与を可能としたこと（平成3年）

・TOEFL及びTOEICにおける成果に係る学修等について大学が単位認定

可能としたこと（平成11年）

⑨既修得単位等の認定（平成3年）

入学前の大学等での既修得単位又は大学以外の教育施設等での学

修について、修得とみなす又は単位付与可能としたこと

⑩科目等履修生等（平成3年）

・社会人等、当該大学の学生以外の者で授業科目を履修する者に単位

付与を可能としたこと（平成3年）

・科目等履修生等を相当数受け入れる場合、相当の専任教員並びに校

地・校舎の面積を増加（平成20年）

・特別の課程履修生への単位付与を可能化（令和元年）

⑪単位互換等による単位認定の拡大（平成11年）

入学前・入学後の大学等における履修及び大学以外の教育施設等

の単位認定に関し、外国における大学・短期大学で修得した単位数

と合わせて、上限を30単位→60単位へ倍増

⑫単位互換制度の運用に係る基本的な考え方の明示化
（令和元年８月13日付け元文科高第328号別添４）

⑬長期にわたる教育課程の履修（平成14年）

職業を有しているなどの事情により修業年限を超えた計画的な履

修を認めることができることを明示（平成14年）

⑭卒業要件の弾力化（平成3年）

授業科目の区分に応じて修得すべき単位数についての

定めを廃止

⑮成績基準等の明示等（平成20年）

シラバス作成、成績評価・修了基準の明示の義務化

⑯教育内容等の改善のための組織的研修等（平成20年）
授業の内容・方法改善のためのＦＤの義務化 60



①校舎基準面積の6倍→3倍に緩和（平成10年）

②「収容定員×10m2」で計算する方式に緩和（平成15年）

③空地・運動場に関する特区制度の全国化対応（平成25年）

【校地基準等の弾力化】

①大学院専用施設の自己所有要件を弾力化（平成13年）
開設以降10年以上にわたり支障なく使用できる保証がある場合、ま

た、借用に係る経費を適当な形で確保している場合に限り借用のもの
でも差し支えないこととして取扱いを弾力化

②校地の自己所有要件の弾力化（平成15年）
構造改革特区内において、大学（大学院大学を含む。）の校地につ

いて、校地基準面積の2分の1以上の自己所有を求めていたのを、校舎
基準面積相当分以上（校舎基準面積が校地基準面積を上回る場合には、
校地基準面積相当分以上）で足りることとしたこと

③校舎の自己所有の弾力化（平成15年）
構造改革特区内において、大学（大学院大学を含む。）の校舎につ

いて、これまで借用を認めていなかったのを、国又は地方公共団体等
からの借用であれば認めることとしたこと

④校地・校舎の自己所有要件弾力化の全国展開（平成19年）
構造改革特区に限らず、全国の大学（大学院大学を含む。）の校

地・校舎について、原則として開設年度以降20年以上の借地保証など
があれば認めることとした。

大綱化以降の大学設置基準等の弾力化・明確化の主な内容③

【校地・校舎の自己所有要件の弾力化】

（学部等連携課程

・大学は専用の施設を備えた校舎を有するものとし、特別の事情があ

り、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは例外とするこ

とができること（平成20年）

・支障がない限度において、同一敷地内又は隣接地にある他の学校等

との共用部分の面積を基準校舎面積に含めることができること（平

成20年）

【校舎基準の弾力化】

【教育課程等に関する規定の弾力化（続き）】
⑰共同教育課程制度の創設（平成21年）

複数の大学が相互に教育研究資源を有効に活用しつつ、共同
で教育課程を編成する仕組みを創設

⑱国際連携学科に関する特例制度の創設等（平成26、29年）
・我が国の大学等が外国の大学等と連携して教育研究を実施するための学
科又は専攻を設けることができる仕組みを創設

・入学前の既修得単位の認定について例外規定を新設

⑲工学に関する学部の教育課程等に関する特例（平成30年）
工学分野の連続性に配慮した教育課程が編成できる特例を創設

⑳学部等連携課程実施基本組織制度の創設（令和元年）
既存の学部・研究科等の教育資源を活用して分野横断的な教育課程を編

成することを可能とする制度を創設

【事務組織等に関する規定の明確化】
①社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制

の明示等（平成23年）

学生が社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培う
ための組織間連携、体制整備を義務化

②教育内容等の改善のための組織的研修等（平成20年）
授業の内容・方法改善のためのＦＤの義務化

③共同教育課程制度の創設（平成21年）
複数の大学が相互に教育研究資源を有効に活用しつつ、共同
で教育課程を編成する仕組みを創設

④職員の研修機会等の確保（平成29年）
ＳＤの機会の義務化

⑤教員と事務職員等の連携及び協働、専任職員の設置（平成29年）
教員と職員の適切な役割分担、連携体制の確保等の留意を明示化すると
ともに、事務組織に専任職委員の設置を義務化
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その他学校教育法等の近年の主な改正内容

平成１９年
○学校教育法等の一部改正（平成19年）
・大学の役割として「社会貢献」を規定
・積極的な情報提供を義務化
・履修証明制度の創設

○学校教育法施行規則の一部改正（平成20年）
・入学時期設定の弾力化

平成２０年
○我が国の大学の海外校に関する告示（平成20年）

平成２１年
○学校教育法施行規則等の一部改正（平成21年）
・教育関係共同利用拠点制度の創設

平成２２年
○学校教育法施行規則等の一部改正（平成23年）
・公表すべき教育情報の具体化・明確化

○学校教育法施行規則等の一部改正（平成22年）
・国連大学との教育交流の推進

平成２３年
○大学院設置基準の一部改正（平成24年）
・博士課程教育の質の向上

平成２４年
○専門職大学院設置基準の一部改正（平成26年）
・専任教員のダブルカウントに関する特例措置終了後の取扱いに
ついての対応

平成２５年
○大学設置基準の一部改正（平成25年）
・博士論文の印刷公表について、インターネットの利用による公
表の改正

○専門職大学院設置基準の一部改正（平成26年）
・教職大学院における専任教員関係の平成30年度までの特例措置

平成２６年
○学校教育法及び国立大学法人法の一部改正（平成27年）
・副学長の職務内容を校務を分担できるよう見直し
・教授会の審議事項を教育研究に関する事項に明確化するとともに、
決定権を持つ学長等に対して意見を述べる立場にあることを明確化 等

平成２７年
○学校教育法等の一部改正（平成28年）
・修業年限２年以上その他の文部科学大臣が定める基準を満たす

高等学校等の専攻科を修了した者が大学に編入学できる制度を創設
○学校教育法施行規則の一部改正（平成29年）
・三つの方針（卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す
る方針、入学者の受入れに関する方針）の策定・公表義務化

平成２９年
○学校教育法等の一部改正（平成31年）
・専門職大学・専門職短期大学の創設

平成３１年（令和元年）
○学校教育法施行規則の一部改正（令和元年）
・履修証明制度の総時間数を、120時間以上から60時間以上に短縮

○大学入学資格関係告示の一部改正（令和元年）
・大学入学資格における年齢要件の一部撤廃、11年制教育課程の追加指定

○学校教育法施行規則等の一部改正（令和元年）
・学修証明書の交付などを可能とする仕組みの創設
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１．学部等連係課程等（１／２）

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成30年11月26日中央教育審議会）において、「大学には、教員と

学生が所属する学部等の組織を置くこととされているが、大学が自らの判断で機動性を発揮し、学内の資源を活用して学部横断的

な教育に積極的に取り組むことができるよう『学部、研究科等の組織の枠を越えた学位プログラム』を新たな類型として設置可能とす

る」と提言されたことを踏まえ、大学設置基準、大学院設置基準及び短期大学設置基準等の一部を改正し、学部等連係課程を実

施する基本組織（以下「学部等連係課程実施基本組織」という。）等を制度上位置づける。

改正の趣旨

✓学部等連係課程実施基本組織等の専任教員は、類似する分野の学部等と同じ数を置くものとし、教育上支障を生じない場合

には、当該学部等連携課程と緊密に連携及び協力する学部等の専任教員が兼ねることができるものとする。

✓学部等連係課程実施基本組織等の校舎の面積及び附属施設の基準は、連係協力学部等がそれぞれ基準を満たせば足りる

ものとする。

✓学部等連係課程実施基本組織等に所属する学生の定員は、連係協力学部等の収容定員の数を合計した数の範囲内で学則

において定めるものとする。

✓学部等連係課程実施基本組織等が学位の分野等の変更を伴う場合は認可、伴わない場合は届出の対象となるが、当該基本

組織が学内資源を活用して設置されることに鑑み、審査プロセスの簡略化を図る。

主な改正の内容

大学、大学院及び短期大学において、学生のニーズや社会の変化に

柔軟かつ機動的に対応した学位プログラムの構築を促進

学校教育法施行規則及び大学設置基準等の一部改正【概要】
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【従来の学位プログラム】

教職員

学生

管理運営
（教授会等）

学部等

学生の所属する組織＝
教員が所属する組織＝

学位プログラムの一対一の関係

学位プログラム

学生

緊密に連係協力する
学部等

教職員

管理運営
（教授会等）

学生

緊密に連係協力する
学部等

教職員

管理運営
（教授会等）

【学部等連携課程】

管理運営
組織

教職員
（兼任可）

学生
（連係協力する

学部等の収容
定員の範囲内）

学内資源を活用して学部横断的な教育を実現

学位プログラム

※学部段階(学部等連携課程）の例

学部等連係課程実施基本組織

１．学部等連係課程等（２／２）

改正のイメージ

学校教育法施行規則及び大学設置基準等の一部改正【概要】
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２．実務家教員の活用促進、履修証明プログラムへの単位付与等

「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」において多様な学生を受け入れるためのリカレント教育の推進や教員の多様化に向けた実務家

の登用の促進等が提言されたことを踏まえ、学校教育法施行規則等の所要の規定を改正する。

改正の趣旨

【実務家教員の参画促進】

✓ 専攻分野における概ね５年以上の実務経験を有し、かつ高度の実務能力を有する教員（実務
家教員）を大学に置く場合であって、当該教員が１年につき６単位以上の授業科目を担当す
る場合、当該教員が教育課程の編成に携われるよう大学が努めるべきことを規定

主な改正の内容

大学が社会のニーズを踏まえた教育
を幅広く展開させることができるよう、
実務経験を有する者の大学教育へ
の参画を促進

【履修証明プログラムへの単位付与】

✓ 大学等が開設する履修証明プログラムに係る学修のうち、大学等が大学教育に相当する水準を
有すると認めたものについて単位付与を可能とする

✓ 履修証明プログラムについて大学が公表すべき事項として、当該プログラムの実施体制等を追加

社会人の多様な学修形態に対応し、
履修証明プログラムにおける学修を
学位取得に接続させることにより、リ
カレント教育を促進

【学修証明書の交付】

✓大学の正規の学位課程において、体系的に開設された授業科目の単位を修得した学生に対し、そ
の事実を称する学修証明書を交付することができる旨を規定

社会人の学び直しニーズが多様化す
るなか、正規の学位課程における
ユニット的・モジュール的な学修に対
する社会的評価を向上

３．施行期日

令和元年８月13日に公布・施行

学校教育法施行規則及び大学設置基準等の一部改正【概要】
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設置認可制度の概要

【設置に認可が必要な組織】

大学を新設する場合等においては、文部科学大臣の認可が必要（学校教育法第４条第１項第一号）。また、文部科
学大臣が認可を行う場合には、大学設置・学校法人審議会への諮問が必要（同法第９５条）。

○大学、大学の学部、大学の学部の学科
○大学院、大学院の研究科、大学院の研究科の専攻
○短期大学、短期大学の学科
※大学の学部・学科、大学院の研究科・専攻及び短期大学の学科については、授与

する学位の種類と分野の変更を伴わない場合は認可を要しない（届出で足りる）

【審査の基準】

文部科学省告示として「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」が定められており、これに基づいて大学
設置・学校法人審議会大学設置分科会において審査。

○学校教育法や大学設置基準等の法令に適合すること。
○学生確保の見通し、及び人材需要等社会の要請があること。
○既設の大学等の入学定員超過率が一定割合未満であること。
○医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る大学等の設置でないこと。
○法科大学院の設置でないこと。
○虚偽申請等の不正行為があって一定期間を経過していない場合等でないこと。

大学設置基準等に基づく実際の審査における主な観点は以下の通り。
◆全体の設置計画についての審査
〔設置の趣旨・目的〕

・設置の趣旨・目的が、「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能
力を展開させる」という学校教育法上の大学の目的に適合していること。

〔教育課程〕
・当該大学等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程が編成されていること。

〔教員組織〕
・大学の教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員が置かれてい
ること。

〔名称、施設・設備等〕
・大学、学部及び学科の名称が大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものであること。
・大学の組織及び規模に応じ、研究室、教室、図書館、医務室、学生自習室等の専用の施設を備えた校舎を有していること。

◆教員審査
・研究上の業績等を有するとともに、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められること。
・専ら当該大学における教育研究に従事するものと認められること。

【設置認可の流れ】

①設置認可の申請（大学新設：前々年度10月末、学部等新設：前々年度3

月末）
②文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会へ諮問
③審議会において審査（大学新設：10ヶ月、学部等新設５ヶ月）
④審議会から答申後、文部科学大臣が認可の可否を決定（８月末頃）
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【調査方法】

大学の設置等の認可や届出の後において、原則として、完成年度までの間、認可時の附帯事項への対応状況、学生の
入学状況及び教員の就任状況など設置計画の履行状況等についての調査を行い、その状況に応じて必要な指導・助言を
行うことにより、設置計画の確実な履行を担保することを目的とする。調査については大学設置・学校法人審議会大学
設置分科会に設けられた設置計画履行状況等調査委員会において、専門的な見地から実施。

設置計画履行状況等調査

書面調査

面接調査実地調査

調査期間
５月～１月頃

※必要に応じて実施

調査対象校に対して「設置計画履行状況報告書」の提出を求め、認可時の附
帯事項への対応状況、学生の入学状況及び教員の就任状況、授業科目の開
設状況など設置計画の履行状況等について書面で確認

次年度の「設置計画履行状況報告書」（5月）において、指摘事項に対する対応状況を確認

・指摘事項（法令違反）を受け、行政指導によっても対応がなされていない場合、設置認可のスキームではなく、学校教育法第１５条による対応（①勧告、②変更命
令、③廃止命令）を行うことができる。
・指摘事項（法令違反）・指摘事項（是正）を受け、正当な理由なく、次年度の調査において対応がなされていないと認められる場合、「設置計画の履行の状況が著し
く不適当」と認定し、新たな学部等の設置や収容定員増の認可をしない。

指摘事項（法令違反）

法令違反と認められる事項があり、設置者
にその是正を求める事項

指摘事項（是正）

計画が適切に履行されておらず、確実な
履行を求める事項があり、設置者にその
対応を求める事項

指摘事項（改善）

充実や改善が望まれる事項があり、設置
者に対して充実等を要望する事項

調査結果に応じて、指摘事項を通知、3月に公表 ※結果については、
認証評価団体等に
も同時に通知。
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大学設置・学校法人審議会
（正委員29人）

大学設置分科会
（正委員15人）

学校法人分科会
（正委員14人）

専門委員会
（法学、経済学、理学、工学など分野ごとに約３０委員会）

○設置計画に対する審査意見案の作成
（専門審査）
○専任教員の資格審査（教員審査）

○審査意見の作成
○判定案・附帯事項の作成

○設置者（学校法人）の財政計画・
管理運営等について、寄附行為の審
査基準に適合しているかを審査（寄
付行為の認可）

○大学等の設置計画について、名称、
教育課程、教員組織、校地・校舎等
が学校教育法や設置基準に適合して
いるか等を審査（設置認可）

運営委員会
（正委員・特別委員の一部）

○審査会相互間の調整
○届出事項に係る事前相談など

第１審査会／第2審査会／第３審査会／各特別審査会等
（正委員・特別委員・専門委員）

設置計画履行状況等調査
（ＡＣ）委員会

（正・特別委員の一部＋専門委員）

○認可後、原則として完成年度まで
の間、設置計画の履行状況を調査し、
必要に応じ、指摘事項案を作成。

大学設置・学校法人審議会の審査体制について
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審査スケジュール（大学新設の場合）

設置認可関係（大学設置分科会）

設置に係る寄附行為変更認可関係（学校法人分科会）
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審査スケジュール（学部等新設の場合）

設置認可関係（大学設置分科会）

設置に係る寄附行為変更認可関係（学校法人分科会）
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認証評価制度の概要

【学校教育法第109条】

①大学は、教育研究等の状況について自己点検・評価を行い公表する義務

②大学は、大臣認証を受けた第三者機関（認証評価機関）による評価（認証評価）を受ける義務

※大学の自主性・自律性を尊重する観点から国の関与は謙抑的なものとする制度設計（評価機関の認証・取消、大学評価基準の大枠設定が基本）

大 学

認証評価機関
国が定める大枠（※）に基づき
自ら大学評価基準を定める

文部科学大臣

OK！ OK！ OK！ OK
！

不適合の大
学

NG× NG×

（※）大学評価基準の大枠（細目省令）
⚫ 法令適合性
⚫ 特色ある教育研究の進展に資する項目
⚫ ①教育研究上の基本組織、②教員組織、

③教育課程、④施設及び設備、⑤事務組
織、⑥三つの方針（卒業認定・学位授与
方針、教育課程編成・実施方針、入学者
受入れ方針）、⑦教育研究活動等の状況
に係る情報の公表、⑧内部質保証（重点
的に評価）、⑨財務、⑩その他

②評価結果の
報告

評価の種類

⚫ 機関別評価：大学の教育研

究・組織運営等の総合的な

状況に関する評価（７年以内

ごと）

⚫ 分野別評価：専門職大学院

等の教育課程・教員組織等

に関する評価（５年以内ごと）

近年の主な改善事項

～H30.4施行～

⚫ 大学評価基準の大枠を改善

（三つの方針、内部質保証を

評価対象として追加）

⚫ 認証評価機関に設置履行状

況等調査（AC）との連携及び

ステークホルダーへの意見

聴取を義務づけ

⚫ 認証評価機関に自己点検・

評価・結果公表の義務づけ

～R2.4施行～

⚫ 認証評価機関に「適合してい

るか否か」の認定を義務化

⚫ 大臣は「不適合」大学に対し

て報告等を要求

⚫ 認証評価機関は、「不適合」

と認定した大学を追評価する

努力義務

①認証評価の受審
（大学が機関を選択）

②評価結果の通知

㈠大学の自己点検・評価の分析
🉂実地調査
🉁ステークホルダーへの意見聴
取

③報告又は

資料の要求

（R2.4施行）

②評価結果の公表

社
会

③社会的評価

適合又は不適合
＋

優れた点や改善すべき点

評価結果を踏まえて自ら改善を図る

④報告又は

資料の提出

（R2.4施行）
⑤法令違反等
の場合は段階

的対応
（勧告・変更命
令・廃止命令）
（学校教育法

第15条）

メディ
ア

平成16年度からスタート

現在、機関別認証評価は、
第３サイクル目
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認証評価機関の認証の仕組み
中央教育審議会

大学分科会
(認証評価機関の認証に
関する審査委員会)

文部科学大臣
②諮問

③答申

認証評価機関
になろうとする者

①申請

④認証

基準（学校教育法
第110条）

基準に係る細目（細目省令）

機関別 分野別 うち法科大学院

１．大学評価基
準及び評価方法
が認証評価を適
確に行うに足り
るものであるこ
と。

●大学評価基準が、学校教育法及び大学設置基準等に適合していること。
●大学評価基準において、特色ある教育研究の進展に資する観点からする評価に係る項目が定められていること。
●大学評価基準を定め、又は変更するに当たっては、その過程の公正性及び透明性を確保するため、その案の公表その他の必要
な措置を講じていること。
●評価方法に、自己点検・評価の結果の分析並びに大学の教育研究活動等の状況についての実地調査が含まれていること。
●認証評価の結果、適合認定を受けられなかった大学その他の認証評価の結果において改善が必要とされる事項を指摘された大
学の教育研究活動等の状況（改善が必要とされた事項に限る。）について、当該大学の求めに応じ、再度評価を行うよう努める
こととしていること。

●評価方法が、連携法第2条に規定する法曹養成の基本理念を踏まえて特に
重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものその他の同
法第5条第2項に規定する認定を適確に行うに足りるものであること。
●認証評価機関になろうとする者が、連携法第5条第3項に規定する適格認定
を受けられなかった法科大学院の教育活動の状況について、当該法科大学院
の求めに応じ、再度評価を行うよう努めることとしていること。

●大学評価基準に次の事項が定められていること。
①教育研究上の基本組織、②教員組織、③教育課程、④施設及び設
備、⑤事務組織、⑥卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び
実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針、⑦教育研究
活動等の状況に係る情報公表、⑧教育研究活動等の改善を継続的に
行う仕組み（内部質保証）、⑨財務、⑩その他教育研究活動等に関
すること

●内部質保証について重点的に評価を行うこととしていること。
●設置計画履行状況等調査の結果を踏まえた大学の教育研究活動等
の是正又は改善に関する文部科学大臣の意見に対して講じた措置を
把握することとしていること。
●評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業その他の関係者
からの意見聴取が含まれていること。

●大学評価基準に次の事項が定められていること。
①教員組織、②教育課程（教育課程連携協議会に関するこ
とを含む。）、③施設及び設備、④学修成果（進路に関す
ることを含む。）、⑤その他教育研究活動等に関すること。

●大学評価基準に次の事項が定められていること。
①教育活動等の情報提供、②入学者選抜における多様性の確保並びに適性及
び能力の適確かつ客観的な評価、③専任教員の適切な配置その他の教員組織、
④入学定員の適切な設定及び在学する学生の数の収容定員に基づく適正な管
理、⑤教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設その他の体系的
な教育課程の編成、⑥一の授業科目について同時に授業を行う学生の数の設
定、⑦授業の方法、⑧学修の成果に係る評価及び修了の認定の客観性及び厳
格性の確保、⑨授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研
究の実施、⑩学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができ
る単位数の上限の設定、⑪専門職大学院設置基準第25条第1項に規定する法
学既修者の認定、⑫教育上必要な施設及び設備、
⑬図書その他の教育上必要な資料の整備、⑭法科大学院の課程を修了した者
の進路等の教育活動の成果（司法試験の合格状況を含む。）及び当該成果に
係る教育活動の実施状況に関すること。

●評価方法に関連職業団体関係者及び高等学校、地方公共団体その他の関係者からの意見聴取を行うこと。
●大学評価基準を変更するに当たっては、関連職業団体関係者等の意見聴取を行うこと。

２．認証評価の
公正かつ適確な
実施を確保する
ために必要な体
制が整備されて
いること。

●大学の教員及びそれ以外の者であって大学の教育研究活動等に関し識見を有する者が認証評価の業務に従事していること。
●大学の教員が、その所属する大学を対象とする認証評価の業務に従事しないよう必要な措置を講じていること。
●認証評価業務の従事者に対し、研修の実施その他の必要な措置を講じていること。
●大学評価基準、評価方法、認証評価の実施状況並びに組織及び運営の状況について自己・点検及び評価を行い、結果を公表す
るものとしていること。
●法第109条第2項の認証評価（大学等の評価）の業務及び同条第3項（専門職大学院等の評価）の業務を併せて行う場合において
は、それぞれの認証評価の業務の実施体制を整備していること。
●認証評価の業務に係る経理については、認証評価の業務以外の業務を行う場合にあっては、その業務に係る経理と区分して整
理し、法第109条第2項の認証評価（大学等の評価）の業務及び同条第3項（専門職大学院等の評価）の業務を併せて行う場合に
あっては、それぞれの認証評価の業務に係る経理を区分して整理していること。

●法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していること
とする。

３．認証評価結果の公表の前に大学からの意見の申立ての機会を付与していること。

４．認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有すること。

５．認証の取消しの日から二年を経過していないこと。

６．認証評価の
公正かつ適確な
実施ができるこ
と。

●学校教育法施行規則第169条第1～8号までに規定する事項（※文部科学大臣への申請書の内容）を公表することとしていること。
●大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。

●認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門
職大学等又は専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受
ける前に、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程
又は教員組織に重要な変更事項があった時は、変更に係る
事項については把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必
要に応じ、公表した評価結果に当該事項を付記する等の措
置を講ずるよう努めること。

●認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学
が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第1項第1号に掲げる事項
（※法科大学院大学評価基準の事項）について重要な変更があったときは、
変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、
公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めること
としていることとする。 72



認証評価機関の認証に関する審査委員会

２．審査委員会委員（計６名）
※任期：令和３年６月１４日～令和５年３月８日

（臨時委員） ３名 川 嶋 太津夫 大阪大学高等教育・入試研究開発センター 特任教授・センター長
小 林 雅 之 桜美林大学総合研究機構教授
前 田 早 苗 千葉大学国際教養学部教授

（専門委員） ３名 市 川 太 一 広島修道大学名誉教授
大河原 遼 平 TMI総合法律事務所パートナー弁護士
佐 野 慶 子 佐野公認会計士事務所

１．所掌事務
学校教育法第１１２条等の規定に基づき，大学分科会が認証評価機関の認証に係る審査等を行うのに先立ち，専門的な調査審議を行う。

３．認証評価機関の認証に係る審議について
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※令和３年度時点

73



認証評価の実施状況①

機関別認証評価

法科大学院認証評価

認証評価実施校数：２，６１６大学（※１）

（適合数 ：２，５１１大学）
（保留数 ： ８２大学）
（不適合数 ： ２１大学）（※２）

不適合大学（実数３２大学※３）の現状

○存続している大学数：２９大学
不適合後の評価結果が適合の大学：１５大学

直近の評価結果が不適合の大学 ：１４大学
○廃止された大学数 ： ３大学
学生募集を停止した大学 ：２大学
設置者の変更がされた大学：１大学

（※３） 不適合大学の実数：３２大学（本評価において２回不適合の判定を受けた大学あ
り。）

不適合大学（延べ３３大学※２の合計）に対する主な指摘

○管理運営関係（規定や体制の未整備等）

認証評価実施校数： １８３大学
（適合数 ： １４２大学）
（不適合数 ： ４１大学）（※４）

認証評価の実施校数（延べ数）

不適合大学（実数３4大学※５）の現状

○存続している法科大学院 ：１０大学
不適合後の評価結果が適合の大学：８大学
直近の評価結果が不適合の大学 ：２大学

○学生募集を停止した法科大学院：２４大学
不適合後の評価結果が適合の大学：１１大学
直近の評価結果が不適合の大学 ：１３大学

認証評価の実施校数（延べ数）

※１ 平成24年度認証評価結果取消：１大学のため評価結果の合計数と一致しない。

不適合大学（延べ４１大学※４）に対する指摘

再評価不適合： ２大学

再評価適合 ：１７大学

再評価未受審：２２大学

再評価不適合 ：１２大学

再評価適合 ：６７大学

再評価未受審等： ３大学

（※２）

（※５）不適合法科大学院の実数：３４大学（本評価で２回不適合を受けた大学あり）
（※６）存続している法科大学院の実数：３５大学、学生募集を停止した法科大学院の

実数：３９大学

「保留」に対する再調査

「不適合」に対する再調査

○自己点検・評価体制関係（体制や活動の不足等）

○入学者選抜関係（公平性確保の不足）

○定員管理関係（収容定員の未充足）

○財務状況関係（経年的な支出超過等）

○専任教員関係（専任教員数の不足）

○教学関係（授業科目の系統的・段階的配置の不足等）

○専任教員関係（一部科目での適格性のある専任教員の未配置）

○入学者選抜関係（公平性確保の不足）

○自己点検・評価体制関係（体制や活動の不足等）

○定員管理関係（収容定員の未充足等）
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認証評価の実施状況②

実施年度 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 R2
合計

実施校数（※１） 34 83 136 205 177 232 270 57 97 149 220 210 228 204 56 106 152 2,616

評価結果

適 合 32 83 135 200 167 224 242 54 93 144 217 200 219 194 53 105 149 2,511

保 留 2 0 1 5 10 8 25 3 2 2 1 9 6 5 3 0 0 82

不適合 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 2 1 3 5 0 1 2 21

再（追）評価
（※２）

適 合 0 0 0 1 0 1 8 11 6 10 4 4 4 5 5 3 ９ 71

不適合 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 1 0 1 2 １ 13

廃止した大学のうち、直近の
認証評価結果が不適合の大学数

－ － － － － － － － － 1 － 1 － － － － － 2

実施年度 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 R2
合計

実施校数 0 0 2 22 44 7 0 3 20 37 7 1 2 13 23 1 1 183

評価結果
適 合 0 0 2 17 27 5 0 3 19 30 4 1 2 10 20 1 1 142
保 留 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不適合 0 0 0 5 17 2 0 0 1 7 3 0 0 3 3 0 0 41

再（追）評価
（※３）

適 合 0 0 0 0 3 6 8 2 0 0 3 4 0 0 0 1 1 28
不適合 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4

学生募集を停止した法科大学院のうち、
直近の認証評価結果が不適合の大学数

－ － － － 3 － － － 1 3 3 － － 1 2 － － 13

実施年度 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 R2
合計

実施専攻数 0 0 0 0 20 14 22 15 15 33 17 28 11 17 37 25 27 280

評価結果
適 合 0 0 0 0 19 13 21 15 11 33 16 26 11 17 36 24 27 269
保 留 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
不適合 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 10

再（追）評価
（※４）

適 合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
不適合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4

学生募集を停止した専門職大学院のうち、
直近の認証評価結果が不適合の大学数

－ － － － － － － － － － － － 1 1 － － － 2

機関別認証評価実施数（大学・短期大学・高等専門学校）

法科大学院認証評価実施数

分野別認証評価実施数（法科大学院を除く。）

（※１）H24年度において、認証評価結果の取消があることから、実施校数と評価結果の合計数が異なる。
（※２）再（追）評価については、過年度に保留又は不適合の評価結果を受けた大学その他改善が必要とされる事項を指摘された大学のうち、再度の評価を希望する大学が受審している。

第３サイクル第２サイクル第１サイクル

第４サイクル第３サイクル第２サイクル第１サイクル

第４サイクル第３サイクル第２サイクル第１サイクル

（※３）再（追）評価については、過年度に保留又は不適合の評価結果を受けた大学その他改善が必要とされる事項を指摘された大学のうち、再度の評価を希望する大学が受審している。

（※４）再（追）評価については、過年度に保留又は不適合の評価結果を受けた大学その他改善が必要とされる事項を指摘された大学のうち、再度の評価を希望する大学が受審している。
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認証評価制度の改善①（平成28年～30年）

○ 平成16年に導入した認証評価制度は、2巡目の評価が実施されているところ、以下のような指摘
✓ 必ずしも教育研究活動の質的改善が中心となっていない
✓ 結果を教育研究活動の改善に活かす仕組みが十分ではない
✓ 社会一般における認証評価の認知度が十分ではない

（平成28年3月31日公布、平成30年4月1日施行）

● 大学評価基準関連
（１）大学評価基準に共通項目を追加

①三つの方針（※）に関すること。 ※卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針

②教育研究活動等の改善を継続的に行う仕組（内部質保証）に関すること。←重点的に認証評価を行うものとする。
（２）設置計画履行状況等調査（AC）との連携

認証評価機関は、ACの結果を踏まえた文部科学大臣の是正又は改善に対して大学が講じた措置を把握するものとする。

● 評価の質の向上関連
（１）認証評価機関は、大学評価基準、評価方法、評価の実施状況並びに組織運営の状況について自ら点検及び評価を行い、そ

の結果を公表するものとする。
（２）認証評価機関は、評価の結果、改善が必要とされる事項を指摘した大学の教育研究活動等の状況について、当該大学の求

めに応じ、再度評価を行うよう努めるものとする。
（３）認証評価機関は、その評価方法に、高等学校、地方公共団体、民間企業等の関係者からの意見聴取が含まれるものとする。

※高等専門学校においても、準用。

（留意事項として、各大学等及び認証評価機関が以下のような事項に取り組むことを期待）

◉ 評価の効率化（内部質保証で優れた取組を実施している大学等に対し、次回評価において評価内容・方法の弾力化に取り組む）
◉ 大学教育の質的転換の促進（学修状況の把握・評価の実施状況についての評価に取り組む）
◉ 認証評価と社会との関係強化等（高等学校、地方公共団体、企業、学生等からの意見聴取に取り組む）
◉ 各大学等の負担軽減（国立大学法人評価などの他の評価における評価資料及び結果も活用した評価に取り組む） など

認証評価制度の充実に向けて（審議まとめ）
（平成28年3月18日）

議論の背景

省令改正

施行通知

◉ 大学教育再生戦略推進費において、申請要件として活用（平成2７年度から、「不適合」の判定を受けていないことを事業の申請要件とする）

その他
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令和元年５月２４日公布、令和２年４月１日施行
学校教育法改正

＜具体的な方策＞ 教育の質保証システムの確立
○ 設置計画履行状況等調査及び認証評価については、教育の実質的な改善

を促すために、設置計画履行状況等調査における指摘事項及びその後の改
善に向けた対応状況や認証評価の結果を踏まえ文部科学大臣が認めた大
学における法令違反について、資源配分への反映や学校教育法第15 条に
基づく改善勧告、変更命令等の段階的措置を行うことを検討する。

○ 加えて、認証評価については、現在法科大学院の認証評価のみが対象と
なっている大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価
機関に義務付けた上で、適合しているとの認定を受けられなかった大学につ
いては、教育研究活動の状況について文部科学大臣へ報告又は資料提出を
することを求めることとする。

○ また、認証評価の結果に応じて、受審期間を一時的に長くしたり、短くしたり
することを検討する。

○ 機関別評価と分野別評価の在り方については、受審期間を揃えることよって
両者を一体的に行うことができるよう制度的な担保を設け、大学における教
育研究の質改善を効率的・効果的に図ることを検討する。

○ また、分野別評価については、認証評価制度の持続性や学問体系を重視す
る観点から、分野については細分化せず、一定の基準に基づき整理すること
を検討する。その際、日本学術会議の分野別参照基準の活用も検討する。

○ さらに、認証評価機関においては、国立大学法人評価等の他評価も活用す
ることや特色ある教育研究活動を積極的に発信すること、内部質保証が機能
しているか否かの確認を行うため、今後学修成果や教育成果等に関する情
報公表が各大学に義務付けられた際には、共通の定義に基づいて整理され
た当該のデータを相対的に活用することなどの取組を進めることを検討する。

「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン」
（平成３０年１１月２６日中央教育審議会答申）

➢ 認証評価機関は、大学等の教育研究等の状況が大
学評価基準に適合しているか否かの認定を行うもの
とする。 （学校教育法第109条第5項）

➢ 大学等は、適合している旨の認定を受けるよう大学等
における教育研究水準の向上に努めることとする。

（学校教育法第109条第6項）

➢ 文部科学大臣は、適合している旨の認定を受けられな
かった大学等に対して、報告又は資料の提出を求めるもの
とする。 （学校教育法第109条第7項）

大学がこれまで同様に自主的・自律的に改善を行うことを

前提としつつ、教育研究活動の改善等を促す制度的な担

保を設けることにより、我が国の大学における教育研究活

動の質の保証の実効性を一層確保し、さらなる質の向上

につなげる

認証評価制度の改善②（令和元年～）

認証評価は受審が義務化されているにも関わらず、その結果の取扱いについて制度的な担保が設けられていないため、教育研究の実質的な改善
につながりにくい状況となっている。（平成３０年９月 中央教育審議会大学分科会将来構想部会制度・教育改革ワーキンググループ審議まとめ）

上記改正以外の事項については、中央教育審議会大
学分科会の下に設置した質保証システム部会において、
必要な見直しを引き続き検討する。

◉ 評価結果として「保留」の判定は想定されないこと。
◉ 前回の認証評価における「不適合」となった事項及び改

善が必要と指摘された事項等について、改善内容等を
確認し、評価結果として明らかにすること。

◉ 認証評価を行う委員等の選定や辞した後の状況につい
て、適切な運用を行うこと。

施行通知

77



第３章 経済再生と財政健全化の好循環
２．経済・財政一体改革の推進等
（２）主要分野ごとの改革の取組

④ 文教・科学技術
（基本的考え方）

イノベーション創出の中核としての国立大学法人については、指定国立大学が先導して、世界の先進大学並みの独立した、個性的か
つ戦略的大学経営を可能とする大胆な改革を可及的速やかに断行する。そのため、より高い教育・研究に向けた自由かつ公正な競争を
担保するため、国は国立大学との自律的契約関係を再定義し、真の自律的経営に相応しい法的枠組みの再検討を行う。その際、現行の
「国立大学法人評価」、「認証評価」及び「重点支援評価」に関し、廃止を含め抜本的な簡素化を図り、教育・研究の成果について、
中長期的努力の成果を含め厳正かつ客観的な評価に転換する。

認証評価制度の改善③（閣議決定）

経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月２１日）

第１部 我が国における今後の教育政策の方向性
Ⅳ．今後の教育政策に関する基本的な方針

５．教育政策推進のための基盤を整備する
（教育研究の基盤強化に向けた高等教育のシステム改革）

変化への対応や価値の創造等を実現するための学修の質の向上に向けた制度等の在り方について、設置基準、設置審査、認証評価、
情報公開の在り方を含め、総合的かつ抜本的に検討することが必要である。特に認証評価制度においては、評価における社会との関係
強化、評価の効率化、国立大学法人評価や設置計画履行状況等調査など、他の質保証制度との連携等についても改善を進める必要があ
る。その際、評価の国際化の状況にも留意しつつ、検討することが重要である。

教育振興基本計画（平成３０年６月１５日）
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認証評価機関一覧 （令和３年５月現在）

機関名 評価の対象 認証日 評価大学数（※） うち不適合数
（※）

公益財団法人 大学基準協会
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
公益財団法人 日本高等教育評価機構
一般財団法人 大学教育質保証・評価センター
一般財団法人 大学・短期大学基準協会

大学 平成１６年 ８月３１日
平成１７年 １月１４日
平成１７年 ７月１２日
令和 元年 ８月２１日
令和 ２年 ３月３０日

７２８校
２７８校
６９１校

７校
０校

１２校
１校
７校
０校
０校

一般財団法人 大学・短期大学基準協会
公益財団法人 大学基準協会
公益財団法人 日本高等教育評価機構

短期大学 平成１７年 １月１４日
平成１９年 １月２５日
平成２１年 ９月 ４日

６８７校
４２校
１９校

１校
０校
０校

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 高等専門学校 平成１７年 ７月１２日 １４９校 ０校

合計 2,601校 21校

○機関別認証評価（計 ５機関（実数））

※ 認証日から令和２年度までの受審校数（延べ数）
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認証評価機関一覧 （令和３年５月現在）

機関名 評価の対象分野 認証日 評価大学数（※） うち不適合数（※）

公益財団法人 日弁連法務研究財団
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
公益財団法人 大学基準協会

法科大学院 平成１６年 ８月３１日
平成１７年 １月１４日
平成１９年 ２月１６日

６６校
７７校
４０校

１０校
１２校
１９校

一般社団法人 ＡＢＥＳＴ２１ 経営（経営管理，技術経営，ファイナンス，経営情報） 平成１９年１０月１２日 ２２校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 経営（経営学，経営管理，国際経営，会計，ファイナンス，技術経営） 平成２０年 ４月 ８日 ８５校 ７校

特定非営利活動法人 国際会計教育協会 会計 平成１９年１０月１２日 ２１校 ２校

一般財団法人 日本助産評価機構 助産 平成２０年 ４月 ８日 ３校 ０校

公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 臨床心理 平成２１年 ９月 ４日 １３校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 公共政策 平成２２年 ３月３１日 １３校 ０校

公益財団法人 日本高等教育評価機構 ファッション・ビジネス 平成２２年 ３月３１日 ６校 ０校

一般財団法人 教員養成評価機構 教職大学院，学校教育 平成２２年 ３月３１日 ８５校 １校

一般社団法人 日本技術者教育認定機構 情報，創造技術，組込み技術，原子力 平成２２年 ３月３１日 １１校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 公衆衛生 平成２３年 ７月 ４日 ８校 ０校

一般社団法人 ＡＢＥＳＴ２１
公益財団法人 大学基準協会

知的財産 平成２３年１０月３１日
平成２４年 ３月２９日

０校
３校

０校
０校

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 ビューティビジネス 平成２４年 ７月３１日 ２校 ０校

公益社団法人 日本造園学会 環境・造園 平成２４年 ７月３１日 ２校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 グローバル・コミュニケーション 平成２８年 ３月２９日 １校 ０校

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 社会福祉 平成２９年 ２月 ２日 １校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 デジタル・コンテンツ系 平成２９年 ８月２４日 １校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 グローバル法務 令和元年１１月１５日 ０校 ０校

公益財団法人 大学基準協会 広報・情報 令和２年 ３月３０日 ０校 ０校

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 教育実践 令和３年 ５月１０日 ０校 ０校

合計 460校 51校

○分野別認証評価（計 13機関（実数））

※ 認証日から令和２年度までの受審校数（延べ数）
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認証評価機関連絡協議会
Japan Network of Certified Evaluation and Accreditation Agencies (JNCEAA)

●目的

我が国の高等教育の質の保証と認証評価の充実に向けた関係者間の意識の醸成を図るとともに、認証評価機関間の連携及び情
報の共有を促進する

●参加機関（14機関）

大学基準協会、大学改革支援・学位授与機構、日本高等教育評価機構、大学・短期大学基準協会、大学教育質保証・評価センター、日弁連法務
研究財団、国際会計教育協会、日本助産評価機構、日本臨床心理士資格認定協会、教員養成評価機構、日本技術者教育認定機構、専門職
高等教育質保証機構、日本造園学会、日本ソーシャルワーク教育学校連盟

参照先：https://jnceaa.jp

●これまでの取組 ※括弧内は実施年

（１）評価結果や大学情報、認証評価制度等の積極的な
発信
・評価結果や大学教育の改善事例等の共同記者発表

（H24）
・本連絡協議会ウェブサイトを立ち上げて評価結果一覧等を
掲載し、英語版も作成（H27～、英語版H29～）

・高等学校関係者説明会での説明（H26～H27）
・リーフレット作成、高等学校関係機関に周知（H28）

（２）大学ポートレート活用の検討
・大学ポートレート運営会議へ「大学ポートレートの充実について
の要望書」を提出（H28）

・認証評価に活用する基礎データの共通様式化（H30～）

（３）認証評価機関の職員育成
・職員の能力向上のための研修プログラムの
実施（H23～）

●課題

（１）評価者の資質の向上
・大学等及び評価機関の評価人材育成のための研修の充実
・認証評価制度の一層の周知

（２）評価結果の活用と大学等が積極的に認証評価に
参加する方策
・認証評価機関と大学等の継続的な関係の構築
・学内のIR機能の充実
・認証評価に積極的に取り組む大学等の評価

（３）評価活動の新たな方向性の検討等
・評価に関する諸外国の動向等、各種研究とその成果の共有
・評価方法等に関する諸課題の改善方策の検討、研究
・社会的状況を踏まえた新たな評価のあり方を検討
・国内外への情報発信のあり方を検討
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（※１） 令和元年度までは、判定が保留となった大学に対して、再評価の機会を設けていた。令和元年度の学校教育法の一部改正により、「認証評価機関は、
当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととする」とし、「保留」判定は想定されないこと旨を通知。

（※２） 第１期及び第３期では、「大学基準」に適合しているか否かの判定を保留し、３年以内に「再評価」の受審を課し、適合・不適合を最終的に判定。
第２期では、「大学基準」に適合していることを期限付で認定し、３年以内に「再評価」の受審を課し、適合・不適合を最終的に判定。

（※３） 「大学評価基準」に適合しているか否かの判定を保留し、原則１年以内に「再評価」の申請を課し、適合・不適合を最終的に判定。
（平成２３年度評価分までは、原則３年以内）

（※４） 第３期では、「短期大学評価基準」に適合しているか否かの判定を保留し、指定する期日までに「再評価」の受審を課し、適格、不適格を最終的に
判定。第１期では、「短期大学評価基準」の一部を満たしていないが、改善意思及び改善計画を確認した場合保留し、１年以内に再評価を受け、
適格、不適格とならない場合は、さらにその２年後に再評価を行う。第２期では、適格、不適格の判定に至らない場合は保留とし、指定する期間内に
再評価を行い、適格、不適格とならない場合は、さらにその後に再評価を行う。また、「短期大学評価基準」の一部を満たしていないが、教育に重大
な支障を及ぼすおそれのない場合は条件を付した上で適格とし、指定した期日までに改善報告書の提出を求め、適格・不適格の判定を行う。

（※５） 評価結果が出た後の再調査により、評価結果の取消しや変更がされた後の数。

（※６） 再評価後の保留等の欄には未受審も含む。
「再評価」の他に、「不適合」に対する「追評価」の機会を設けている（２年以内。令和元年度までは大学基準協会及び大学改革支援・学位授与機構
のみ。令和２年度以降は全認証機関。「追評価」を受けるかは大学等の任意。）が、令和元年度まで実績はない。

評価結果と再評価（※１）の実施状況（平成１６年度～令和２年度）

結果の種類 評価結果（※５） 再評価後（※６）

公益財団法人
大学基準協会

適合 ７２７ ７４９

保留・期限付適合（※２） ３０ １

不適合 １２ １９

独立行政法人
大学改革支援・
学位授与機構

大学評価基準を満たしている ４４１ ４４１

大学評価基準を満たしていない １ １

公益財団法人
日本高等教育評価機構

適合 ６６９ ６９９

保留（※３） ３４ ０

不適合 ７ １１

一般財団法人
大学・短期大学基準協会

適格 ６６７ ６８２

保留・条件付適格（※４） １８ ２

不適格 １ ２

（機関別認証評価（大学、短期大学及び高等専門学校）の評価実施数）

２２

１５

３０

１

７

４
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● 適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を要求する。【学校教育法第

109条第７項】

認証評価の結果を踏まえた対応①

● 適合している旨の認定を受けることができなかった大学からの報告等の結果、当該大学が法令に違反していると文部科学大
臣が認めるときは、学校教育法第15条の規定により、改善勧告や変更命令等の措置を講ずる。

大 学

認証評価機関 文部科学大臣

OK！ OK！ OK！ OK！ OK
！

OK！

不適合の大
学

NG× NG×

（※）大学評価基準の大枠
⚫ 法令適合性
⚫ 特色ある教育研究の進展に資する項目
⚫ ①教育研究上の基本組織、②教員組織、③教育

課程、④施設及び設備、⑤事務組織、⑥三つの方
針（卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・
実施の方針、入学者受入れの方針）、⑦教育研究
活動等の状況に係る情報の公表、⑧内部質保証、
⑨財務、⑩その他教育研究活動等 に関する項目

②評価結果の報告

①認証評価の受審

②評価結果の通知

⑤教育研究活動の
状況について

報告又は資料の要求

⑥報告又は
資料の提出

③各認証評価機関が
定める大学評価基準（※）に
適合しているか否かを認定

④「適合認定」を受けるよう、教育研究水準の向上に努める
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認証評価の結果を踏まえた対応②

【認証評価結果を踏まえた対応の現状】

● 大学教育再生戦略推進費における「申請資格」
⇒ 平成27年度から、「不適合」の判定を受けていないことを各事業共通の申請資格としている。

参考：「認証評価制度の充実に向けて（審議まとめ）」（平成28年３月18日）より抜粋

大学の優れた取組を重点的に支援する補助金（「大学教育再生戦略推進費」等）について、優れた取組を行う大学の基礎的要件として必要な大学
の教育研究活動の質が担保されているべきであることから、認証評価において「不適合」の判定を受けていないことを事業の申請要件とするなどの
活用について、今後検討していくことが期待される。

● 国立大学法人の中期目標期間における業務の実績に関する評価
⇒ 国立大学法人評価委員会が、国立大学法人に係る教育研究評価を（独）大学改革支援・学位授与機構に要請するに当たっては、認証

評価の結果を踏まえて実施するよう要請することとされている。【国立大学法人法第31条の３第２項】

● 公立大学法人に関する地方独立行政法人評価
⇒ 中期目標期間終了時評価等において、認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとされている。【地方独立

行政法人法第79 条】

● 学校法人の事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成
⇒ 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、事業計画及び中期的な計画を作成するに当たっては、認証評価の結果を踏まえて作成し

なければならないとされている。【私立学校法第45 条の２第３項】

（参考）

認証評価は大学の教育研究水準の向上に資するよう、複数の認証評価機関が自ら定める大学評価基準に従ってそれぞれ実施するものであるため、基盤的
経費への配分に関しては直ちにその結果を活用する仕組みとすることは難しい。

参考：平成31年4月3日衆・文部科学委員会議事録より（政府参考人答弁抜粋）

認証評価につきましては、その結果について行政処分又は直接的な資源配分に結びつける仕組みとはなっていない。それは、認証評価というのは、文部科学省
令に規定している大枠を踏まえた上で各認証評価機関が独自に定める評価基準で行っておりますので、その認証評価の結果を国立大学運営費交付金や私学助
成の配分に直接活用することは困難であるということでございます。
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●各大学が公表すべき教育情報を具体的に規定 （平成23年、平成28年、平成29年、令和元年）
【学校教育法施行規則】
第百七十二条の二 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること（※後段は３つのポリシー策定義務化に伴う追加（平成28年））
二 教育研究上の基本組織に関すること
三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する

場合を含む。）、専門職大学設置基準第十一条の二第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門
職短期大学設置基準第八条の二第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号において「連携開設科目」という。）に係るものを
含む。）に関すること

六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること
七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

２ 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五
項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものと
する。（※専門職大学設置基準の制定に伴う追加（平成29年））
３ 大学院（専門職大学院を除く。）を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当
たつての基準についての情報を公表するものとする。（※大学院における３つのポリシー策定義務化に伴う追加（令和元年））
４ 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
５ 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うも
のとする。

●情報公表への取組状況を認証評価における評価の対象に位置付け（平成23年）
【学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令】
第一条 学校教育法 （略）第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。

一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則 （略）並びに大学（（略））に係るものにあっては大学設置基準 （略）に、それぞれ適合していること。
二～四 （略）

２ 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細
目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。

イ～ヘ （略）
ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
チ～ヌ （略）

【学校教育法】
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

●教育研究活動の状況の公表に関する義務について法律レベルで規定 (平成19年）

●大学における教育研究活動等の状況について積極的に情報提供する義務を規定（平成11年）
【大学設置基準】（当時）
第二条の二 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を

提供するものとする。 （※平成22年に条削除、平成23年に学校教育法施行規則第172条の２を新設）

大学の教育研究活動等に関する情報公表制度等
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公表を行った教育研究活動等の情報

【出典】：文部科学省「令和元年度の大学における教育内容等の改革状況について」 86



（１）米国の状況
米国では、全米の大学等をデータ収集の対象とした包括的なデータベースシステム「中等後教育総合データシステム」（Integrated 

Postsecondary Education Data System（IPEDS））が全米教育統計局によって管理・運用されている（http://www.nces.ed.gov/ipeds）。連邦政府
の奨学金プログラム等に申請する大学等は、IPEDSへのデータ提出が実質上義務づけられている（データ提出がなければ申請できない）。

IPEDSからは複数のホームページにアクセスすることができ、例えば、College Navigator（カレッジ・ナビゲーター）は学費・生活費等，中
退・卒業率，分野ごとの学位取得状況，運動部活動，第三者評価の結果，キャンパスの安全等の様々なデータを確認することができるが、
College Scorecard（カレッジ・スコアカード）からは、学費、経済支援、学資ローンの負債額、卒業後の平均給与等の経済面でのデータを中心
に、各大学等を比較しながら確認することができ、利用者のニーズに合わせた大学情報の検索が可能になっていると考えられる。

なお、卒業後の平均給与については、内国歳入庁が有する連邦貸与奨学金利用者の収入に関する情報を基に算出している（※）。

（※）参照：岸本睦久（2015）,『諸外国の教育動向 2015年度版』,文部科学省,p43

海外の情報公開の状況①（米国）
【大学分科会制度・教育改革ワーキンググループ（第9回）（H30.1.31）資料2-1より抜粋】

College Navigatorのページ（例） College Scorecardのページ（例）

87

http://www.nces.ed.gov/ipeds


（２）英国の状況
英国では，大学への公財政の配分を担うイングランド高等教育財政カウンシル（HEFCE：Higher Education Funding Council for England）と大

学入試手続を担う大学・カレッジ入学サービス機構（UCAS :Universities and Colleges Admission Service）が，各大学が提供する教育コース（学
士課程と大学院）ごとの情報を一元的に提供する”Unistats”を構築・運営している（https:// unistats.ac.uk/）。

データは全国学生調査（NSS：National Student Survey）や英国高等教育統計機構（HESA：Higher Education Statistics Agency）が行う就職状
況調査（DLHE：Destinations of Leavers from Higher Education Survey）等を基にしている（※）。
教育コースごとに、学生満足度、就職と認証評価の状況、学業の継続状況と学位の取得状況、入学条件等の情報を確認することができ、複

数の大学の教育コースを選択して比較可能となっている。

（※） 参照：独立行政法人大学評価・学位授与機構(2015),『諸外国の高等教育分野における質保証システムの概要 英国』第二版,ｐ45

海外の情報公開の状況②（英国）
【大学分科会制度・教育改革ワーキンググループ（第9回）（H30.1.31）資料2-1より抜粋】

Unistatsのページ（例）
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第５章 ウィズコロナ・ポストコロナ時代の大学入学者選抜

５．大学入学者選抜の改善に係る実施・検討体制

（１）各大学の入試情報の公表

第１章で整理した「大学入学者選抜に求められる原則②」（受験機会・選抜方法にお

ける公平性・公正性の確保）に基づけば、同一選抜区分における公平な条件での実施な

ど「形式的公平性の確保」ととともに、地域的・経済的事情への配慮等の「実質的公平

性の追求」が必要である。

このため文部科学省は、合否判定の方法や基準、試験問題、解答・解答例や出題の意

図（あらかじめ問題を蓄積して活用し、複数回実施を可能とするため試験問題を非公開

とする場合を除く。）、受験者数・合格者数・入学者数や、学部ごとの男女別入学者数

などの属性別の内訳、障害のある学生への合理的な配慮の提供状況、多様な背景を持つ

学生の受入れの状況や関連の支援制度をはじめ、志願者の大学選択に関わる様々な情報

の適切な公表を各大学に求め、一定のものは省令上の情報公表の対象とすべきである。

大学入試のあり方に関する検討会議提言（令和３年７月８日）【入試情報の公表関係部分抜粋】
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認証評価における情報公表に関する確認について

「学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」（平成十六年文部科学省令
第七号）において、評価機関が文部科学大臣の認証を受けるために必要な要件の一つとして大学評価基準として含める
事項を定めており、その中で「教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること」が含まれている。

評価機関名 評価基準
確認している法令遵
守状況の例

大学基準協会

基準２ 内部質保証
【点検・評価項目】④教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切
に公表し、社会に対する説明責任を果たしているか。
※大学自らの説明責任の観点から、法令遵守状況を中心に確認している。公表する情報の媒体や表現の工夫等、情報の得やすさ理

解しやすさについて、配慮しているか、取り組んでいるかという観点から自己点検・評価するよう、大学に求めている。

○ 学校教育法施行
規則 第172条の２

● 私立学校法 第63
条の２

● 教育職員免許法
施行規則 第22条
の６

● 独立行政法人通
則法 第38条第３
項（準用）

● 地方独立行政法
人法 第34条第３
項

● 私立学校法 第47
条第２項

※●については、評価

対象の設置形態や有

する教育課程によって、

対象となるかどうかは

異なる。

大学改革支援・学位
授与機構

領域３ 財務運営、管理運営及び情報の公表に関する基準
基準３－６ 大学の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること
※法令遵守状況を中心に確認しているものの、３巡目の機関別評価においては、「優れた点」として取り上げる内容は、大学が自己点

検・評価の結果「優れた点」の候補としたものの中から検討しているため、情報公表の優れた事例として公表することがあり得る。

日本高等教育評価機
構

基準５．経営・管理と財務
領域：経営の規律、理事会、管理運営、財務基盤と収支、会計
基準項目５－１（経営の規律と誠実性）
※法令遵守状況を中心に確認しているものの、教学マネジメントや学修成果については、基準項目４－１（教学マネジメントの機能性）

や基準項目３－３（学修成果の点検・評価）で評価しており、それらの中で情報公表に関する工夫等があれば、評価報告書において

それぞれの「優れた点」として取り上げることはできる。

大学・短期大学基準
協会

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス ＞ テーマＣ ガバナンス
３ 大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開して説明責任を果
たしている。
※法令遵守状況を中心に確認しているものの、結果として教育研究活動等の情報公表の状況について優れた取組として取り上げた

事例はある。

大学教育質保証・評
価センター

基準１ 基盤評価：法令適合性の保証
ト 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること
※法令遵守状況を中心に確認しており、優れた取組みとする情報公表項目をあらかじめ定めていないものの、大学が特に積極的に

情報公表している事例があれば、優れた点とすることは考えられる。

※受審大学に提出を求める自己点検・評価にかかる様式では、公表することがふさわしいエビデンスについて、大学のホームページ

等における公表リンクにより提出することとしている。このことから、情報公表への取組みが不十分であると、認証評価受審に必要な

自己点検・評価書の作成が難しい仕組みとなっている。
（令和３年12月現在 機関別認証評価機関より情報提供）
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大学ポートレートで発信している主な大学情報

各大学の情報提供の負担軽減

【評価機関等】

国内外への情報発信

【大学進学希望者等】教育情報の活用による
大学活動状況の把握・分析

【大学】

平成２７年３月より大学ポートレートによる国公私立大学の大学情報の発信を開始。（https://portraits.niad.ac.jp/）

データベースを用いた大学の教育情報の活用・公表のための共通的な仕組みを構築。

○大学の多様な教育活動の状況を、国内外の様々な者にわかりやすく発信。
→ 大学のアカウンタビリティの強化、進学希望者の適切な進路選択支援、我が国の高等教育機関の国際的信頼性の向上

○大学が教育情報を自らの活動状況を把握・分析することに活用。
→ エビデンスに基づく学内のPDCAサイクルの強化による大学教育の質的転換の加速。外部評価による質保証システムの強化。

○基礎的な情報について共通的な公表の仕組みを構築し、各種調査等への対応に係る大学の負担軽減。
→ 大学運営の効率性の向上

【大学単位で公表する情報】
・大学の基本情報
・大学の教育研究上の目的等
・大学の特色等
・教育研究上の基本組織
・キャンパス
・評価結果
・学生支援（修学支援、就職・進路選択支援等）
・課外活動

【学部・研究科等の単位で公表する情報】
・教育研究上の目的と３つの方針
・学部・研究科等の特色
・教育課程（取得可能な学位、学問分野、学修の成果に係る評価等）
・資格
・入試（入学者数、入試方法等）
・教員（教員組織、教員数、教員の有する学位・業績）
・学生（収容定員、学生数）
・キャンパス
・費用及び経済的支援（授業料等、奨学金、授業料減免）
・進路（卒業・修了者数、進学者数・就職者数）

大学ポートレートについて

概要・趣旨

大学ポートレート
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令和４年度参加状況（令和４年４月現在）

大学ポートレートの概況

令和３年度公表画面アクセス数

令和３年度の月平均アクセス数：502,307

（参考）前年度の月平均アクセス数：429,414
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連携

設置形態別
の大学団体 認証評価機関

大学ポートレート運営会議
－大学コミュニティによる自律的運営－

学識を
有する者

関係団体

大学ポートレートの概況―運営体制
○ 「大学ポートレート」の運営方針は、設置形態ごとの大学団体、認証評価機関、日本私立学校振興・共済事業

団等の関係事業を行う団体、有識者からなる「大学ポートレート運営会議」が決定。

○ 運営方針に基づき、大学改革支援・学位授与機構に置かれる「大学ポートレートセンター」が日本私立学校振興・
共済事業団と連携・協力しながら運営。

○ 国公私立共通のプラットフォームの提供及び国公立大学の情報の取扱いについては大学改革支援・学位授与機
構が、私立大学の情報の取扱いについては日本私立学校振興・共済事業団が担当。

有識者等

大学改革支援・学位授与機構
大学ポートレートセンター

運営会議が決定した方針に則り大学ポートレート業務を執行

高等学校
関係者
（※全国高等学校
協会、日本進路指
導協会、全国高等
学校PTA連合会
等）

産業界
関係者

ステークホルダー・ボード
（関係者のニーズの把握）

意見聴取
反映

文部科学省

運営方針等の審議

日本私立学校振興・
共済事業団

国公立大学等
の参加機関

予算措置

運営負担金

※日本私立学
校振興・共済
事業団は貸付
事業の収益に
より運営

私立の情報 国公立の情報

協力・支援
中教審等からの提言
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【国内版】

国公立版

（令和３年度）

取組状況―公表項目①

○国公私立共通に公開

する教育情報：

「学教法施行規則等

で公表が義務づけられ

た情報」、「外部評価

の結果」に加えて 「大

学進学希望者や保護

者の関心の高い情報

」や「大学の特色が分

かる情報」を含める。

大学の基本情報 学部・研究科の情報

大学名

本部所在地

設立年（設置認可年、西暦）

大学の種類

総学生数（学部）

総学生数（大学院） 学生数

総教員数（本務者）

学科・専攻等の名称

学部、研究科の名称

所在地

アクセス

外観

アクセス図

周辺図

資格

確認年月

修学支援

心身の健康に係る支援

留学生支援

留学生支援（日本人学生への支援）

障害者支援

就職・進路選択支援 注１）項目名は、国公立版と私学版のウェブページ記載内容に準じております。

クラブ活動の状況 注２）※印は公表が任意とされている項目です。

ボランティア活動の状況 注３）国公立版と私学版が共通して公表している箇所に色を付けております。

学生寮一覧 学生寮の整備状況 　　　なお、「大学（学校）」「学部・研究科（学部（研究科・短期大学学科））」のいずれか

財務諸表等 財務諸表等 　　　一方のみに記載されている場合も、法人として対応しているとものとし、色を付けております。

教員が有する学位、業績

入学者受入方針（アドミッション・ポリ

シー）

教員組織

教員数

教育課程編成・実施方針（カリキュラム・

ポリシー）

卒業・修了後の進路

入試

教育課程編成・実施方針（カリキュラム・

ポリシー）

教育課程の特色（履修モデル、カリキュラ

ムマップ等）

学生が修得すべき知識及び能力に関する

情報

学修の成果に係る評価の基準

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

学生寮

キャンパス

入学者の構成（入試方法別） ※

学生支援

教育課程

課外活動

休学及び復学に係る費用

奨学金

授業料減免

卒業者数・修了者数

授業料

取得可能な資格

入学料

入学者数

高等教育の修学支援新制度

学納金の延納・分納の可否

転学部等の可否、費用負担

専攻分野

高等教育の修

学支援新制度 入学者受入方針（アドミッション・ポリ

シー）

大学の連絡先（代表番号、メールアドレ

スなど）

大学の基本情

報

評価結果（認

証評価及びそ

の他の評価の

結果）

評価結果（認証評価及びその他の評価

の結果）

高等教育の修学支援新制度の対象校

か

卒業・修了認定の基準

校地、校舎等の施設及び設備その他の

学生の教育環境

大学の特色等 大学の特色等

授業科目

授業の方法・内容

年間の授業計画

教育研究上の基本組織に関する説明 シラバス等

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

大学の教育研

究上の目的や

建学の精神

大学の教育研究上の目的や建学の精神

その他の学内組織の名称 ※

教育研究上の

基本組織

キャンパス情報

教育研究上

の目的と３つ

の方針

学部・研究科等ごとの目的

学生の構成（年次・男女・外国人学生

別） ※

学生

教員の構成（職位・男女・外国人教員

別）※

教員の構成（年齢別） ※

収容定員

編入学定員・編入学者数

校地、校舎等の施設及び設備その他の学

生の教育環境

その他の学生数 ※

キャンパス情報

学部・研究科

等の特色等

学部・研究科等の特色等

教員

進学者数、就職者数

卒業・修了者の構成（職業別、男女

別） ※

卒業・修了者の構成（産業別、男女

別） ※

卒業・修了者の構成（就職地域別） ※

進路

その他の徴収費用（宿舎費用、教材購

入費、施設利用料など）

費用及び

経済的支

援

実施している入試方法

障害のある入学志願者に対する合理的配

慮

入学者の構成（男女別） ※

入学者の構成（出身高校所在地別）

※
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【国内版】私学版（令和３年度）

取組状況―公表項目②

※私学版は日本私立学校振興・共済事業団がウェブサイトを運営
「学校」の公表内容 「学部（研究科・短期大学学科）」の公表内容

建学の精神 特色 学費

特色 経済的支援

本学の目的（*1） 入試情報

カリキュラム カリキュラム 転学・編入学

教育方法 教育方法 学生データ集（*4を含む）

学びの支援 学びの支援 教員組織

学修についての評価 学修についての評価

学生生活の支援 学生生活の支援

課外活動 課外活動 概要

サポート体制 サポート体制

進路選択教育の取り組み 進路選択教育の取り組み

卒業後の進路 取得可能な資格

進路データ集（*2） 卒業後の進路 学部等トピックス

外国人教員 卒業生の声 キャンパス一覧

外国人留学生受入 進路データ集（*2） 特色ある施設

留学支援 外国人教員 施設トピックス

外国人留学生受入

留学支援

修業期間の多様化

連携活動

生涯教育 修業期間の多様化

社会貢献 連携活動

研究活動 生涯教育

学生情報 学生データ集（*4） 社会貢献

教員組織 研究活動

教員データ集（*5）

概要

学長

設置学部等名一覧

学校トピックス 注１）項目名は、国公立版と私学版のウェブページ記載内容に準じております。

キャンパス一覧 注２）*印の内容は以下の通りです。

特色ある施設 　　　　　　　*1：3つの方針（ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー）

施設トピックス 　　　　　　　*2：卒業者数、就業者分類

学生寮 　　　　　　　*3：外国人教員、外国人留学生、外国人留学生（通信教育部）

経済的支援 　　　　　　　*4：入学者数、収容定員数、在籍者数、在籍者数（通信教育部）

同窓会 　　　　　　　*5：教員数、外国人教員

自己点検 注３）国公立版と私学版が共通して公表している箇所に色を付けております。

認証評価 　　　なお、「大学（学校）」「学部・研究科（学部（研究科・短期大学学科））」のいずれか

法人情報 　　　一方のみに記載されている場合も、法人として対応しているものとし、色を付けております。

基本情報

学生生活

支援

学生生活

支援

教員情報

様々な取

組

進路・就職

情報

基本情報

外国人教員・留学生データ集

（*3）

本学の特

色

学費・経済

的支援

外国人教員・留学生データ集

（*3）

入試・学生

情報

本学部等の目的（*1を含む）

学部等の

特色

設置学科（専攻）

一覧（※短期大学を除く）

進路・就職

情報

教員データ集（*5）（※研究科を

除く）

教員情報

様々な取

組

学部等で

の学び

本学での

学び
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４．大学の連携・統合・再編、
高等教育の規模等について
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万
人

進学率１(大学＋短大＋高専＋専門学
校）

収容力（大学＋短大）※現役の
み

現役志願率（大学＋短大）

進学率２（大学＋短大）

短大入学者数

専門学校入学者数

高校等卒業者数

18歳人口

高専４年次在学者数

大学入学者数

● 18歳人口 ＝ ３年前の中学校及び義務教育学校卒業者数並びに中等教育学校前期課程修了者数
● 進学率１ ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

18歳人口
● 進学率２ ＝ 当該年度の大学・短大の入学者数

18歳人口
○ 高校等卒業者数 ＝ 高等学校及び中等教育学校後期課程卒業者数
○ 現役志願率 ＝ 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数

当該年度の高校等卒業者数
○ 収容力（※現役のみ） ＝ 当該年度の大学・短大進学者数（※現役のみ）

当該年度の大学・短大志願者数（※現役のみ）

出典：文部科学省「学校基本統計」。令和16～22年については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）（出生中位・死亡中位）」を基に作成。
※進学率、現役志願率については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

18歳人口は、平成21～令和2年までほぼ横ばいで推移するが、令和3年から再び減
少局面に突入し、令和22年には約88万人まで減少することが予測されている。

年

大 学:         54.9%     

短 大:           4.0%         

高専４年次:    0.9%
専門学校:    24.0%

大学: 58.0% 

短大:   4.1%

大学: 54.9%

短大:   4.0%

大学:91.3%

短大: 98.5%

18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移

S H R
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グローバル化

■長期滞在者 ■永住者

2040年頃の社会の姿

Society5.0
AI、ビッグデータ、IoT、ロボティクス等の先端技術
が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入
れられ、社会の在り方そのものが大きく変化する
超スマート社会（Society5.0）の到来が予想。

【出典】内閣府総合科学技術・
イノベーション会議ホームページ等より作成

人生100年時代

【出典】平成29年9月11日 人生100年時代構想会議資料4-2 リンダ・グラットン議員提出資料（事務局による日本語訳）より

人口減少
国立社会保障・人口問題研究所の予測では、
少子高齢化の進行により、2040年には
年少人口が1,194万人、
生産年齢人口が5,978万人まで減少。

【出典】1920年～2010年：「人口推計」（総務省）、
2015年～2065年：「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。

■0~14歳（年少人口）
■15~64歳（生産年齢人口）
■65歳以上（老年人口）

３ステージではなくマルチステージの人生

【出典】在留外国人統計（法務省 平成29年6月末） 【出典】海外在留邦人数調査統計（外務省 平成29年要約版）

在留外国人数

133.8万人

在留外国人数、海外在留邦人数ともに増。
社会のあらゆる分野でのつながりが
国境を越えて活性化。

2007年生まれの子どもの
50%が到達すると期待される年齢

世界一の長寿社会を迎え、
教育・雇用・退職後という伝統的
な人生モデルからマルチステージの
モデルへ変化。

海外在留邦人数推移247万人（万人）

（万人）

203万人

（千人）

3,387万
人

（26.6％）

7,728万
人

（60.8％）

1,595万
人

（12.5％）

3,921万
人

（35.3％）

5,978万
人

（53.9％）

1,194万
人

（10.8％）
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（出典）1920年～2015年：「人口推計」（総務省）、2020年～2065年：「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（国立社会保障・人口問題研究
所）

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。
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0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（老年人口）

国立社会保障・人口問題研究所の予測では、少子高齢化の進行により、
2040年には年少人口が1,194万人、生産年齢人口が5,978万人まで減少し、我が国の総人口の三分の一以上が65歳以上となる。

（千人）

1,194万人
（10.8％）

3,921万人
（35.3％）

5,978万人
（53.9％）

推計値

3,619万人
（28.9）

7,406万人
（59.1％）

1,508万人
（12％）
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推計値実績値

★18歳人口のピーク

205

■18歳人
口

■大学進学者数

―大学進学率
★大学進学者数のピーク

18歳人口は1992年をピークに減少
大学進学率は上昇傾向

大学進学者数は近年微増傾向であったが、2017年をピークに減少局面に入ると予測。

⚫18歳人口 ＝ ３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数

⚫大学進学率 ＝ 当該年度の大学進学者数
18歳人口

大学進学者数等の将来推計について 【推計結果】

18歳人口が減少し続ける中でも、大学進学率は上昇し、大学進学者数も増加傾向にあったが、
2018年以降は18歳人口の減少に伴い、大学進学率が上昇しても大学進学者数は減少局面に突入すると予測される。

H30.2.21中央教育審議会大学分科会
将来構想部会（第13回）資料2より
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(2) 大学院

※ 出典：学校基本調査報告書

※ 通信及び放送大学の社会人入学者は推計である（「学校基本調査報告書（高等教育機関編）」をもとに，通信制学生のうち職についている学生の割合から按分）。

○ 社会人入学者数は，近年は概ね1万7千人前後で横ばい。入学者全体に占める割合16.7%(令和３年度）。

(1) 学部

○ 社会人入学者数（推計）は，平成13年度の約1万8千人から一時減少。平成20年度から増加に転じ，令和３年度は約1万9千人と最多。

社会人入学者の動向

101

4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
4 4 4 4 3 3 2 

12 12 12 11 10 
8 

10 11 14 
12 

9 10 10 
10 9 8 

10 11 10 11 10 9 

12 12 12 13 
13 13 16 

15.6 16.2 16.7 15.3 
14.6 

13.2 

15.3 
15.4 

18.3 

16.2 

12.8 
12.8 12.7 

12.4 
11.4 

10.3 

12.4 
13.0 

12.0 11.9 
11.5 

10.2 

16.0 15.7 15.4 
16.4 

15.9 15.9 

18.7 

2.7% 2.8% 2.8%

2.6%
2.4%

2.2%

2.5% 2.5%

2.9%

2.6%

2.1% 2.1% 2.0% 2.0%
1.8%

1.7%

2.0% 2.1%
1.9% 1.9% 1.8%

1.6%

2.5% 2.5% 2.4%
2.5% 2.5% 2.4%

2.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

0

5

10

15

20

25

通信

通学

社会人入学者割合

1 1 2 2 3 

13 
16 16 17 17 18 17 17 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 15 

1.1 

1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.2 

1.0 1.4 1.8 2.0 2.7 

13.7 

17.3 16.8 18.1 18.4 18.8 18.4 
18.1 

17.2 17.6 17.7 17.5 16.7 17.1 16.9 17.4 17.1 

2.9%
4.0%

5.1% 5.1%
6.2%

14.3%

16.7%16.4%17.2%17.5%18.0%17.6%
16.6%16.5%

17.7%18.2%18.2%17.5%17.9%17.5%17.9%17.7%17.7%
16.7%

0%

5%

10%

15%

20%

0

5

10

15

20

25

S62 63 H元 2 3 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3

17.0 16.4



※ 出典：学校基本統計

社会人入学者の動向（学部・通学制）

3,999 
3,876 3,888 

3,650 

3,000 
2,709 

2,441 

0.6%
0.6% 0.6%

0.6%

0.5%

0.4%

0.4%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

社会人入学者割合

単位（人）

※ 編入学者は含まない。

102



出身国・地域別

推移

2021年5月1日現在

（出典）独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」

国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比 国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比

中 国 114,255 (121,845) △ 7,590 ス リ ラ ン カ 3,762 (5,238) △ 1,476

ベ ト ナ ム 49,469 (62,233) △ 12,764 ミ ャ ン マ ー 3,496 (4,211) △ 715

ネ パ ー ル 18,825 (24,002) △ 5,177 バングラデシュ 3,095 (3,098) △ 3

韓 国 14,247 (15,785) △ 1,538 モ ン ゴ ル 2,619 (3,075) △ 456

イ ン ド ネ シ ア 5,792 (6,199) △ 407 そ の 他 21,997 (26,823) △ 4,826

台 湾 4,887 (7,088) △ 2,201 合 計 242,444 (279,597) △ 37,153

外国人留学生数の推移
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※ 出典：学校基本統計
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【大学数（国公私立）】

73
74 74 75 75 75 75 75 76 78 81 83 88 87 92 93 93 95 95 95 95 95 95 95 96 96 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

35 37 39 35 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 36 37 38 39 39 39 41 46 48 52 53 57 61 66 72 74 75 76 
80 86 89 89 90 92 95 95 92 90 92 89 91 90 93 93 94 98

209
235

256 267 270 274 281 290 296 299 305 307 310 313 318 319 324 326 328 331 331 334 342 357 364 372 378 384 390
406 415 425 431

444
457

478
496 512 526 542 

553 
568 580 589 595 597 599 605 606 603 604 600 604 603 607 615 619

28

24
23 23 22 22 23

24 25 26
31 31 32 34

34 35 35 36 36 37 37 37
38

40
41 41 41 39

37
36

36
33 29

25
23

20
19

16 
13 12 

10 
8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40

39
41 43 43 43 43

44 45 47
48 47

48 49
49 50 52 51 51 51 51 52

53
54

54 54 54 53
56

56
60

63 62
60

59
55

51
50 

49 45 
42 

40 34 29 26 26 24 22 19 18 18 17 17 17 17 17 14

301

350

387
402 408 414

420
423

430 432
434 433

435 436
435 432 436 439 445 448 455 459

470
477

498 498 497 499
502

501
500

502 504
503

503
497

489 475 463 451 436 420 
398 386 378 369 363 350 340 334 328 324 320 314 309 306 301

686 

759 

820 

845 852 861 
875 

889 
905 

915 
932 934 

946 952 961 963 
974 981 989 996 1,003 

1,013 
1,035 

1,061 

1,092 1,100 1,106 1,114 
1,129 

1,145 
1,161 

1,174 1,181 
1,192 

1,207 
1,221 1,228 1,227 1,227 

1,217 1,214 1,212 
1,190 1,182 1,179 1,173 1,167 

1,155 
1,141 1,133 1,125 1,118 1,117 1,113 1,112 1,118 1,118 

0

200

400

600

800

1000

1200

私立（短大）

公立（短大）

国立（短大）

私立（大学）

公立（大学）

国立（大学）

（校）

※学生募集停止の学校も含む。
※通信教育課程のみ置く学校は含まない。

20102000199019801970

（出典）文部科学省「学校基本統計」

大学・短期大学数の推移

2020

【近年の主な傾向】
四大化や廃止により短期大学数は減少。平成14年以降は全体的に四大・短大の合計数も減少傾向。国立大学数は平成16年以降減少。
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大学等の設置認可・届出件数の推移について

※制度等の導入は、当該開設年度の審査から適用したことを示す

開設年度 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

大
学
等

申
請

22 30 20 20 15 25 18 24 17 14 17 8 10 9 5 6 5 1 9 8 20 24 15

認
可

22 29 20 20 15 25 18 20 15 13 15 5 8 9 3 5 3 0 8 7 7 11 10

学
部
・大
学
院
等

申
請

204 323 320 277 266 197 110 110 96 85 66 65 54 59 59 63 62 55 59 61 49 48 56

認
可

201 321 318 271 262 171 109 106 95 74 63 61 44 44 43 58 60 50 53 61 42 38 44

届出 277 265 356 243 258 235 223 155 183 139 122 106 117 128 150 78 113 89

設置総件数 223 350 338 291 277 473 392 482 353 345 313 289 207 236 185 185 169 167 189 218 127 162 143

○ 平成１６、１８年度に申請件数が増加し、その後は減少傾向にあったが、専門職大学の開設初年度である
平成３１年度から増加に転じている。

○ 設置届出制の導入後，設置総件数は増加したが，平成１９年度以降は減少傾向にある。

専門職大学制度の導入・設置届出制を導入

・準則主義の開始

（平成１６年度開設分）

法科大学院の認可が集中
公立：２ 私立：４６

薬学関係学科の届出が集中
公立：６ 私立：６２
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■国立大学の組織の見直し

※平成１６年度における国立大学の全学科数：１１６１

教育研究等の活動の活発化（組織再編）
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H14 H15 H16 H17 H18 H19

大学 大学 大学 大学 大学 大学

1 新潟県立看護大学 1 神奈川県立保健福祉大学 1 国際教養大学 1 大阪府立大学 1 名寄市立大学 1 日本医療科学大学

2 群馬社会福祉大学 2 尚絅学院大学 2 兵庫県立大学 2 県立広島大学 2 札幌市立大学 2 東京未来大学

3 東京女学館大学 3 福島学院大学 3 香川県立保健医療大学 3 首都大学東京 3 札幌大谷大学 3 四日市看護医療大学

4 東京富士大学 4 浦和大学 4 愛媛県立医療技術大学 4
群馬県立県民健康科学大
学

4 了徳寺大学 4 京都医療科学大学

5 田園調布学園大学 5 清泉女学院大学 5 星槎大学 5 石川県立大学 5 横浜薬科大学 5 森ノ宮医療大学

6 山梨英和大学 6 健康科学大学 6 創造学園大学 6 山梨県立大学 6 岐阜医療科学大学 6 神戸夙川学院大学

7 諏訪東京理科大学 7 聖泉大学 7 日本薬科大学 7 秋田看護福祉大学 7
大阪河﨑リハビリテーショ
ン大学

7 兵庫医療大学

8 松本大学 8 長浜バイオ大学 8 武蔵野学院大学 8 群馬パース大学 8 大阪総合保育大学 8 近大姫路大学

9 静岡英和学院大学 9 びわこ成蹊スポーツ大学 9 千葉科学大学 9 白梅学園大学 9 順心会看護医療大学 9 環太平洋大学

10 星城大学 10 大阪成蹊大学 10 聖母大学 10 東京医療保健大学 10 聖マリア学院大学 10 山口学芸大学

11 名古屋学芸大学 11 関西鍼灸大学 11
ＬＥＣ東京リーガルマインド
大学

11 東京聖栄大学 短期大学 11 サイバー大学

12 羽衣国際大学 12 千里金蘭大学 12 八洲学園大学 12 大阪青山大学 1 東京福祉大学短期大学部 短期大学

13 岡山学院大学 13 東大阪大学 13 静岡福祉大学 13 四條畷学園大学 2 福井医療短期大学 1 島根県立大学短期大学部

14 中国学園大学 14 畿央大学 14 浜松学院大学 14 神戸ファッション造形大学 大学院大学 2 岐阜保健短期大学

15 宇部フロンティア大学 15 熊本保健科学大学 15 愛知新城大谷大学 短期大学 1 産業技術大学院大学 大学院大学

16 第一福祉大学 短期大学 16 日本赤十字豊田看護大学 1
日本歯科大学東京短期大
学

2 映画専門大学院大学 1
日本伝統医療科学大学院
大学

17 長崎ウエスレヤン大学 なし 17 藍野大学 大学院大学 3
グロービズ経営大学院大
学

2
新潟ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大学院
大学

短期大学 大学院大学 18 大阪女学院大学 1
ビジネス・ブレークスルー
大学院大学

4 日本教育大学院大学

1 弘前福祉短期大学 なし 19 沖縄キリスト教学院大学 2 光産業創成大学院大学 5
文化ファッション大学院大
学

2
明治鍼灸大学医療技術短
期大学部

短期大学 3 神戸情報大学院大学 6 事業創造大学院大学

3 大阪健康福祉短期大学 1
ヤマザキ動物看護短期大
学

7 ＬＣＡ大学院大学

大学院大学 2 愛知きわみ看護短期大学 8 大原大学院大学

なし 大学院大学

1 大宮法科大学院大学

2
情報セキュリティ大学院大
学

3 京都情報大学院大学

4
デジタルハリウッド大学院
大学 108
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H20 H21 H22 H23 H24 H25

大学 大学 大学 大学 大学 大学

1 長崎県立大学 1
千葉県立保健医療大
学

1 新見公立大学 1 福山市立大学 1
日本ウェルネスス
ポーツ大学

1 秋田公立美術大学

2 桐生大学 2 新潟県立大学 2 東北文教大学 2 日本映画大学 2 亀田医療大学 2 札幌保健医療大学

3 植草学園大学 3 愛知県立大学 3 日本保健医療大学 3 京都華頂大学 3 東京医療学院大学 3 岡崎女子大学

4 三育学院大学 4 弘前医療福祉大学 4 ヤマザキ学園大学 4 大阪物療大学 4 横浜創英大学 短期大学

5 佐久大学 5
日本赤十字秋田看護
大学

5 横浜美術大学 5 宝塚医療大学 5 京都美術工芸大学 なし

6 北陸学院大学 6 東都医療大学 短期大学 6 純真学園大学 6 大阪行岡医療大学 大学院大学

7 修文大学 7 こども教育宝仙大学 なし 短期大学 7 天理医療大学 なし

8 神戸常盤大学 8 東京有明医療大学 大学院大学 1 埼玉東萌短期大学 短期大学

9 福岡女学院看護大学 9 びわこ学院大学 なし 大学院大学 なし

10 保健医療経営大学 10 大阪保健医療大学 1
滋慶医療科学大学院
大学

大学院大学

短期大学 11 広島都市学園大学 1 事業構想大学院大学

1
愛知医療学院短期大
学

短期大学 2
沖縄科学技術大学院
大学

大学院大学 1
仙台青葉学院短期大
学

1 ハリウッド大学院大学 2
有明教育芸術短期大
学

2 ＳＢＩ大学院大学 3 貞静学園短期大学

4 平成医療短期大学

大学院大学

なし
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 Ｒ２ Ｒ３

大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学

1
山形県立米沢栄
養大学

1 湘南医療大学 なし 1
北海道千歳リハ
ビリテーション
大学

1 公立小松大学 1 長岡崇徳大学 1
湘南鎌倉医療
大学

1 三条市立大学

2
敦賀市立看護大
学

2
長野保健医療大
学

短期大学 2
岩手保健医療大
学

2 長野県立大学 2 岐阜保健大学 2
名古屋柳城女
子大学

2 叡啓大学

3 日本医療大学 3 鳥取看護大学 なし 3 福井医療大学 3 育英大学 3 和歌山信愛大学 3 高知学園大学 3 松本看護大学

4 京都看護大学 短期大学 大学院大学 4 一宮研伸大学 4 東京通信大学 4
福岡国際医療福
祉大学

短期大学 短期大学

5 大和大学 なし なし 5 福岡看護大学 5
新潟食料農業大
学

短期大学 なし なし

短期大学 大学院大学 短期大学 短期大学 なし 大学院大学 大学院大学

なし なし 1
東京歯科大学短

期大学
1

仙台赤門短期大
学

大学院大学 なし 1
静岡社会健康医
学大学院大学

大学院大学 2
ユマニテク短期
大学

大学院大学 なし 専門職大学 専門職大学

なし 大学院大学 1
大学院大学至善
館

専門職大学 1
静岡県立農林
環境専門職大
学

1
芸術文化観光専
門職大学

1
社会情報大学院
大学

1
高知リハビリテー
ション専門職大学

2
東京国際工科
専門職大学

2
かなざわ食マネジ
メント専門職大学

2
国際ファッショ
ン専門職大学

3
びわこリハビリ
テーション専門
職大学

3
名古屋国際工科
専門職大学

専門職短期大学 4
東京保健医療
専門職大学

4
大阪国際工科専
門職大学

1
ヤマザキ動物看
護専門職短期大
学

5
情報経営イノ
ベーション専門
職大学

5
和歌山リハビリ
テーション専門職
大学

6
開志専門職大
学

専門職短期大学

7
岡山医療専門
職大学

1
せとうち観光専
門職短期大学

専門職短期大学

1
静岡県立農林
環境専門職大
学短期大学部
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Ｒ４

大学

1
川崎市立看護大
学

2 大阪公立大学

3
大阪信愛学院大
学

4
令和健康科学大
学

短期大学

なし

大学院大学

なし

専門職大学

1
アール医療専門
職大学

専門職短期大学

なし



大学の統合について

統合年度 統合後 統合した大学

H14 山梨大学 山梨大学、山梨医科大学

〃 筑波大学 筑波大学、図書館情報大学

H15 東京海洋大学 東京商船大学、東京水産大学

〃 福井大学 福井大学、福井医科大学

〃 神戸大学 神戸大学、神戸商船大学

〃 島根大学 島根大学、島根医科大学

〃 香川大学 香川大学、香川医科大学

〃 高知大学 高知大学、高知医科大学

〃 九州大学 九州大学、九州芸術工科大学

〃 佐賀大学 佐賀大学、佐賀医科大学

〃 大分大学 大分大学、大分医科大学

〃 宮崎大学 宮崎大学、宮崎医科大学

統合年度 統合後 統合した大学

H17 富山大学 富山大学、富山医科薬科大学、高岡短期大学

H19 大阪大学 大阪大学、大阪外国語大学

国立大学の統合

＜国立大学法人化後＞

⚫ 国立大学は平成14～19年度にかけて14組が統合し、私立大学は平成20～令和４年度にかけて１０組が統合した。

22校 → 10校
私立大学の統合

29校 → 14校

統合年度 統合後 統合した大学

H20 慶応義塾大学 慶応義塾大学、共立薬科大学

〃 東海大学
東海大学、九州東海大学、北海道東海大
学

H21 関西学院大学 関西学院大学、聖和大学

H23 上智大学 上智大学、聖母大学

H25 常葉大学
常葉大学園大学、富士常葉大学、浜松大
学

H27 桐蔭横浜大学 桐蔭横浜大学、大宮法科大学院大学

H30 北海道科学大学 北海道科学大学、北海道薬科大学

R2 関西国際大学 関西国際大学、神戸山手大学

R3 大阪医科薬科大学 大阪医科大学、大阪薬科大学

R4 兵庫医科大学 兵庫医科大学、兵庫医療大学
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設置計画履行状況等調査の実施状況（平成27～令和３年）

（注１）同一校に各区分の指摘事項が付された場合にはそれぞれで計上。
（注２）平成２９年度以前は、意見レベルは「警告」「是正意見」「改善意見」の３区分となっており、「警告」「是正意見」は

「指摘事項（是正）」に、「改善意見」は「指摘事項（改善）」に含めている。
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H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03

調査対象校 ４５０校４４３校４１２校４４２校４３７校４５５校４３９校

うち，指摘が付されなかった大学等 １８０校２０６校２０４校３２４校３３０校３５５校３４７校

うち，指摘が付された大学等 ２７０校２３７校２０８校１１８校１０７校１００校 ９２校

指摘事項（改善） ２６９校 ２３７校 ２０８校 １０８校 １０４校 ９７校 ９２校

指摘事項（是正） １０校 ２校 ５校 １８校 ９校 ５校 ３校

指摘事項（法令違反） -校 -校 -校 ０校 ０校 ０校 ０校



➢地域の国公私立大学等、地方公共団体、産業界等が一

体となった恒常的な議論の場を構築し、連携体制の強化。

地域人材の育成や課題解決に向けて取り組む。

地域の国公私立大学の枠組みを越えた緊密な連携や機能分担を推進

するため、基準に適合した一般社団法人について、文部科学大臣が大

学等連携推進法人として認定する制度を創設。

大学等、地方公共団体、産業界等の関係機関がエビデンスに基づき、地

域の現状・課題を把握した上で、地域の将来ビジョンを議論・共有し、地

域の課題解決に向けた連携協力の抜本的強化を図る。

地域連携プラットフォームの構築 大学等連携推進法人の認定制度

文部科学省が「ガイドライン」策定
各地域において地域連携プラットフォームの構築や議論を行う際の参考に資する。

文
部
科
学
大
臣

認定

各法人が「社員」として参加

国立大学 公立大学 私立大学 研究開発
法人、高専等

➢多様化するニーズや社会からの要請に応えるため、各大学

等が強みや特色を生かしつつ、一定の地域や特定分野で

他大学等と連携・協力して教育等に取り組む。

（一般社団法人）○○地域大学ネットワーク機構

・大学等連携推進方針
・大学等連携推進業務（例）

教育：大学間の教学上の連携に係る管理（協議の場の運営）等
研究：産学連携、地域共同研究、研究施設共同利用等
運営：FD・SD共同実施、事務の共同実施、物品共同調達等

・大学等連携推進法人における教学上の大学間連携
連携開設科目の開設、連携開設科目を活用した教職課程共同設置、
共同教育課程（共同学位）での各大学修得単位数の引下げ

議論することが考えられる事項
✓ プラットフォームの目標、方向性
✓ 地域の高等教育のグランドデザイン

大学、
高専等

地方公共団体 産業界

課題解決のために実行する事項
✓ 地域課題解決型プロジェクトの実施
✓ 人材育成、産業振興

地域の現状・課題等の共有
✓ 地域社会のビジョン等
✓ 地域の高等教育の果たす役割
✓ 人口動態、地域社会・産業構造

組織的関与（トップ・ミドル層、キーパーソンが参画）

大臣認定基準(例)
⚫ 大学等連携推進業務

が主目的
⚫ 法人として安定的かつ

一体的な運営体制
⚫ 大学等連携推進方針

を策定・公表 等

議
論
の
結
果
、
大
学
等
連
携
推
進

法
人
を
活
用
す
る
こ
と
も
想
定
。

✓ 大学等は地域の人材を育成し、地域経済・社会を支える基盤。各地域は、人口減少、産業構造の変化、グローバル化、一極集中

型から遠隔分散型への転換の中で、地域ニーズを踏まえた質の高い教育機会の確保と人材の育成がこれまで以上に重要。

✓ 地域においてもデジタル革命など新しい産業創出やイノベーションを生み出し、地域経済・社会を革新的に変えるチャンス。

人口減少がより急速に進むこれからの20年間においては、地方における質の高い教育機会の確保が大きな課題

申請

大学等の連携による課題解決と地域振興、教育研究機能の強化 地域社会の維持・活性化地域の高等教育機会と人材の確保

地域における大学等の連携・統合の促進に向けた方策
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大学等連携推進法人・複数大学設置法人の下で新たに可能となる授業科目の連携開設について

⚫ 各大学で開設される授業科目について、
大学設置基準第19条において、「大学は、・・・・教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教
育課程を編成するものとする。」とされている（自ら開設の原則）。

⚫ 質の保証にも留意しつつ、継続的に緊密な連携が期待される大学等連携推進法人及び要件を満した複数大学設置法人の下で、
他の大学が当該大学と連携して開設した授業科目（連携開設科目）を当該大学においても自ら開設したものとみなす特例措置
を設ける。

概要

大学等連携推進法人

社会ニーズ等に機動的に対応していくためには、各大学が強みを持ち寄り、
資源を有効活用しつつ、教育研究を行う在り方へ変化することが必要

＜連携開設科目のイメージ※学士課程の場合＞

自ら開設する科目 自ら開設する科目

A大学 B大学

124単位 124単位

＜得られる成果＞
①各大学の強みや特色を生かして、

・充実した教育プログラムの提供

・弱点分野の相互補完

・地域が求める人材等を連携して

育成

②各大学の教育研究資源を有効

活用することで、

・きめ細かな指導や少人数教育の

実施

質保証の要件

✓ 大学等連携推進法人が教学上の連携を図る意義・目標、実施計画等を共有、明確化するための「大学等連携推進方針」を策定し、文部科学大

臣へ届出

✓ 参加大学間で連携開設科目を適切に運営するための教学管理体制を構築（授業内容や授業計画、成績評価の基準等を協議、調整する場）

✓ 連携開設科目で修得できる単位数の上限を設定（学士課程：30単位を上限）

✓ 連携開設科目の科目名、授業計画、成績評価の基準等の情報公表を義務付け 等

A大学に通う学生が卒業に
必要な科目はA大学が自ら

開設するのが原則

Ａ大学に通う学生が卒業に必要な科目のうち、30単
位を上限にＢ大学で開設された科目をA大学において

も開設されたものとみなす（連携開設科目）

自ら開設する科目

124単位 124単位

A大学

自ら開設する科目

B大学

30単位

理事会

30単位 ⇒例えば、地域の大学が連携し
て数理・データサイエンス・AI教育
を実施することや、教養教育を充
実させることが可能に。

114



対面授業やオンライン授業

①科目等履修生等として受講

✓ 学生が他の大学又は短期大学において授業科目を履修し、単位を修得した場合等、124単位中60単位
まで自大学の単位としてみなし得る旨のいわゆる単位互換制度が設けられている。

※大学院においては30単位中15単位まで単位互換が可能

✓ 単位互換が認められる学修は、協定等に基づきあらかじめ定めておくことが原則であるが、あらかじめ協定等で
定めていなくとも、学生からの申請に応じて審査の上、教育上有益と認めるときは単位認定することが可能。

✓ 自大学の教育課程との整合性に留意しつつ柔軟な運用を行うことにより、個々の学生の多様な学修ニーズ
にきめ細かに対応することが期待。

④単位認定

A大学の学生

A大学 B大学・放送大学

②単位認定

③単位認定
申請

他大学における学修を単位認定（単位互換）
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○ 大学設置基準において、収容定員は、学科・課程を単位として、学部ごとに定めることとされている。
○ 収容定員の規模に応じて、教員数や校地・校舎の規模等の必要となる教育環境の水準が定められている。
○ 大幅な定員の超過や不足に対しては、学部・学科等の設置や基盤的経費の配分等において不認可や減額等がある。

公私立大学の学部等の設置等の認可の基準について定めた告
示により、学部単位（学部の学科ごとに修業年限が異なる場合
は学科単位）の入学定員に対する入学者の割合の平均（平
均入学定員超過率）が一定値以上の場合は、認可しないこと
を規定。国立大学の「意見伺い」についても、この基準に準ずるこ
ととしている。

国立大学について、各学部の定員超過率が一定基準以
上になった場合、超過した学生数分の授業料収入相当
額（学部（昼間）であれば1人当たり53.6万円）を中
期目標期間終了時に国庫返納する。

○入学定員（１年次）に対する入学者数の定員超過
（学部毎に算定）

○認可の基準における平均入学定員超過率に係る要件

大規模学部（学部入
学定員300人超）

中規模学部（学部入
学定員100人超300人

以下）

小規模学部（学部入
学定員100人以下）

105%以上 110%以上 115％以上

○収容定員（2年次以降）に対する在席者数の定員超過
（学部毎に算定）

大・中規模学部（学部
入学定員100人超）

小規模学部（学部入学
定員100人以下）

110%以上 120％以上

※上記の入学定員（1年次）に対する定員超過における控除対象の
留学生に加え、休学者や2年以内の留年者（2年間海外留学をし
ていた場合は3年以内の留年者）について控除して超過率を算出。
ただし、留年者については、全科目で学修目標、授業方法・計画、成
績評価基準の明示、成績評価にGPA制度を導入、成績不振の学
生への個別指導（面談、補修等）を行うことが条件。

区分 大学 短期
大学

高等専門
学校

大学規模
（収容定員）

4000人以上 4000人
未満

学部規模
（入学定員）

300人
以上

100人以上
300人未満

100人
未満

1.05
未満

1.10
未満

1.15
未満

1.15
未満

1.15
未満

1.15
未満

※国費留学生、外国政府派遣留学生、大学間・学部間交流協定に
基づく私費留学生、留学生のための特別コースに在籍する私費留学
生については、控除して超過率を算出。

定員の取扱い（適正な定員管理を促す規定）

私立大学について、
○定員充足率（学部等ごと、大学全体それぞれ算定）が一定の基準を超過し

た場合に私学助成を全額不交付とする措置を実施（ただし、入学定員充
足率による措置は、過去3か年間の各年度が基準未満の場合は▲50%）

大学規模別
収容定員

8,000人以上
収容定員

4,000～8,000人
収容定員

4,000人未満

入学定員充足率 1.10倍以上 1.20倍以上 1.30倍以上

収容定員充足率 1.40倍以上 1.50倍以上

○学部等ごとの収容定員に対する在籍学生数の割合（収容定員
充足率）に応じた私学助成の増減調整を実施。

増減率 ▲11％…▲20％…▲30％…▲40％……▲50％

収容定員充足率 89％ … 80％ … 70％ … 60％ … ～51％

※医歯学部については別途設定

※収容定員充足率50％以下は不交付（ただし、学校全体の充足率が50%以上の場合は▲50%）
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私立大学の経営状況について
私大の46％が入学定員未充足（うち、14％が充足率80%未満）（日本私立学校振興・共済事業団

「令和３（2021）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）

117
日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（令和３年度版）」より作成

地方中小私大の収支状況は約４割が赤字傾向

※ は事業活動収支差額比率がマイナスの割合で（ ）は前年度の割合
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私立短期大学の経営状況について
私立短大の84％が入学定員未充足（うち、51％が充足率80%未満）（日本私立学校振興・共済事業団

「令和３（2021）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）
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中小私短大の収支状況は約７割が赤字傾向

日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（令和３年度版）」より作成※ は事業活動収支差額比率がマイナスの割合で（ ）は前年度の割合
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⚫ 教学、人事、施設、財務等に関する事項
について長期的ビジョンを踏まえた計画
策定を義務化

⚫ 学部単位での設置者変更を可能とする制
度改善

⚫ 合併等を検討する学校法人のマッチング
（私学事業団による経営相談の一環）

⚫ 地域連携プラットフォーム構築
⚫ 大学等連携推進法人制度の創設

18歳人口減少

グローバル化
産業構造等変化

経営に課題を抱える学校法人に対する取り組み

学校法人の責務の明示
(私学法24条)（Ｒ2(2020).4.1施行）

・自主的な運営基盤の強化
・設置校の教育の質の向上
・運営の透明性の確保

「私立大学等の振興に関する検討会議「議論のまとめ」（Ｈ29(2017).5.15）」
「経済財政運営と改革の基本方針2018（Ｈ30(2018).6.15）」
「中教審「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）（Ｈ30(2018).11.26）」

・各大学の一層の経営力強化が必要だが、経営困難法人が生ずることは不可
避
・経営指導強化とともに、撤退含む早期の経営判断を促す指導が必要

経営指導の
充実の必要性

学校法人の義務
（私学法25条）

設置校の教育研
究に必要な財産
の保有

➢ 新たに「経営指導強化指標※」を設定し、経営悪化傾向にある学校法人を一定の基準に基づき客観的に把握
※「「運用資産―外部負債」がマイナス」かつ「「経常収支差額」が3か年マイナス」

➢ 学校法人運営調査委員会において、経営指導強化指標を始め定員充足状況等を勘案し、集中的な経営指導を実施する学校法人を決定
➢ 私学事業団の経営相談を必須として経営改善計画を策定させ、3～5年を目安に経営改善実績を上げるよう、学校法人運営調査や進捗報告等

を毎年行いながら、集中的な指導・助言を実施
➢ 経営改善できず支払不能等のリスクが確認された学校法人に対しては、対応方策を示した上での経営上の判断（募集停止や組織廃止等を含

む）、及び、その方策の方向性の財務書類等への明記を求める指導通知を発出
➢ 学校法人が財務書類等へ記した対応方針を、文部科学省がまとめて公表する予定

学校法人に対する一体的な
経営支援・指導

経営悪化

教育の質の低下

学校法人

教育研究支出
の減少 収入の減少

学生数の減少

経営力強化に向けた環境整備

経営指導の充実・強化（R元年度～）

学生・保護者等から信頼を得るためにも経営力を一層強化し、継続的・安定的に質の高い高等教育を提供

◆学校法人の健全な経営の確保を目的に、管理運営
組織やその活動状況、財務状況等を調査し、必要
な指導・助言を実施、改善状況を確認

◆委員は私立学校関係者、弁護士、公認会計士、マ
スコミ関係者等

◆特に経営状況が厳しいと認められる一部の学校法
人に対して、経営改善計画の作成及び計画の実施
状況の報告を求め、経営改善の進捗状況を把握

◆経営改善計画の作成には私学事業団による経営相
談等の活用を勧め、進捗状況の確認は学校法人運
営調査委員によるヒアリング等を活用し、必要な
指導・助言を実施

学校法人運営調査委員制度（S59年度～）

文部科学省

◼ 学校法人の要請に応じ、役員や教職員等からのヒ
アリングや経営上の問題点の分析等を実施し、改
善策をアドバイス

◼ 学校法人がデータや分析資料を活用できるシステ
ムを提供。さらに要望に応じた個別分析データも
作成・提供

◼ 「経営改善のためのハンドブック」作成・提供
◼ 学校法人による経営状況の自己分析の一助となる

「経営判断指標」を作成・提供。学校法人の本業
である教育研究活動の収支状況と資産状況に着目
し、支払不能の危険性の程度を段階わけ

経営相談・自己分析の促進

日本私立学校振興・共済事業団
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マーチン・トロウによる高等教育システムの発展段階論

米国の社会学者マーチン・トロウは、高等教育への進学率が15％を超えると、高等教育は「エリート段階」から「マス段階」へ
と移行するとし、さらに、進学率が50％を超えると「ユニバーサル段階」と呼んでいる。

段階（進学率）

高等教育の機会 少数者の特権 相対的多数者の権利 万人の義務

高等教育の目的 人間形成・社会化 知識・技能の伝達 新しい広い経験の提供

高等教育の主要機能 エリート・支配階級の精神や性格の形成
専門分化したエリート養成
＋社会の指導者層の育成 産業社会に適応しうる全国民の育成

教育課程 高度構造化（剛構造的） 構造化＋弾力化（柔構造的） 非構造的（段階的学習方式の崩壊）

学生の進学パターン
中等教育後ストレートに大学進学、中断
なく学修して学位取得。中退率低い。

中等教育後のノンストレート進学や
一時的修学停止、中退率増加。

入学期の遅れ、成人・勤労学生の進学、
社会人経験者の再入学の増加。

高等教育機関の特色

同質性

（共通の高い基準を持った大学と専門分
化した専門学校）

多様性

（多様なレベルの水準を持つ高等教育
機関。総合性教育機関の増加）

極度の多様性

（共通の一定水準の喪失、スタンダード
そのものの考え方が疑問視される）

社会と大学の境界 明確な区分、閉じられた大学 相対的に希薄化、開かれた大学 境界区分の消滅、大学と社会の一体化

意思決定の主体 小規模のエリート集団 エリート集団＋利益集団＋政治集団 一般公衆

学生の選抜原理
中等教育での成績又は試験による選抜

（能力主義）
能力主義＋個人の教育機会の均等化

原理
万人のための教育保証＋集団としての

達成水準の均等化

【参考文献】M.トロウ『高学歴社会の大学』（天野郁夫、喜多村和之訳、東京大学出版会、1976）より喜多村和之が図表化

※「ユニバーサル」というのは、一般的に「普遍的な」と訳されるが、マーチン・トロウによると、ユニバーサル段階（ユニバーサル・アクセス）とは、誰もが進学する「機会」が保証されている状態とされる。

エリート段階（～15%） マス段階（15～50%） ユニバーサル段階（50%～）

マーチン・トロウによる高等教育システムの発展段階論
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５．高等教育への行財政支出について
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高等教育関係予算の推移【Ｈ１６～Ｒ４年度】

＞グラフを時点更新しました

（注1）H29年度及びH30年度の国立大学法人関係（交付金）は、国立大学法人機能強化促進費を含む。
（注2）私学助成関係には、他局計上分及び内閣府移管分（子供・子育て支援新制度分）を含まない。
（注3）日本私立学校振興･共済事業団補助（基礎年金等）を含まない。
（注4）復興特別会計計上分及び内閣府計上分（高等教育修学支援新制度分）を含まない。
（注5）R1年度及びR2年度には、「臨時・特別の措置」を含まない。

R1年度：国立大学法人関係：30億円、私学助成関係：78億円、その他：57億円（船舶建造費）
R2年度：国立大学法人関係：28億円、私学助成関係：38億円、その他：57億円（船舶建造費）
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（％）

高等教育への公財政支出
（教育機関への支出・対ＧＤＰ）

（2018年）
（％）

（2018年）

高等教育への公財政支出
（家計・私的部門への支出を含む・対ＧＤＰ）

高等教育への公財政支出（対ＧＤＰ比）

国の経済規模（GDP）に対して、高等教育への公財政支出は、OECD諸国の中で極めて低い水準。

出典：OECD「Education at a Glance 2021（図表でみる教育2021）」
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注5 ： 我が国の参照年度は、2018年度（平成30年度）。
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高等教育段階における私費負担の割合は、OECD加盟国の中で高い水準。

（2018年）
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出典：OECD「Education at a Glance 2021（図表でみる教育
2021）」

注1 ： OECD加盟38ヵ国のうち、スイス、コスタリカを除く。
注2 ： 他の教育段階に係るデータが一部含まれる。
注3 ： 奨学金等の個人補助を含まない。
注4 ： 我が国の参照年度は、2018年度（平成30年度）。

（％）

高等教育機関への教育支出における私費負担割合
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○ 支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるように、学問追求と実践的教
育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学等を対象機関とするための要件を設定。

１．実務経験のある教員等による授業科目が一定数※以上配置されていること。
※ ４年制大学の場合、１３単位（標準単位数１２４単位の１割相当）

＊ オムニバス形式で多様な企業等から講師を招いて指導を行う場合や、学外でのインターンシップや実習等を授業の中心に位置付けているな
ど、主として実践的教育から構成される授業科目を含む。

＊ 学問分野の特性等により要件を満たすことができない学部等については、大学等が、やむを得ない理由を説明・公表することが必要。

２．法人（大学等の設置者）の「役員」に外部人材が２人以上含まれること。

３．授業計画書（シラバス）の作成、GPAなどの成績評価の客観的指標の設定、卒業の認定に関する方
針の策定などにより、厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること。

４．関係法令に基づき作成すべき財務諸表等（貸借対照表、収支計算書など）や、定員充足状況や進
学・就職の状況など教育活動に係る情報を公表していること。

○ 教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について実質的に救済が
なされることがないようにするための経営要件を設定。

➤次の３点いずれにも該当する場合は、対象機関としない。

高等教育の修学支援新制度における大学等の機関要件について

① 直前３年度全ての収支計算書の「経常収支差額」がマイナス （法人の決算）

② 直前年度の貸借対照表の「運用資産－外部負債」がマイナス （法人の決算）

③ 直近３年度全ての在籍学生数が収容定員の８割未満※ （大学等の状況）

※ 専門学校の経過措置 ～令和２年度：６割未満、 令和３年度：７割未満、 令和４年度～：８割未満

対象機関リストはこちら：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041.htm
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